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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部電極および下部電極の間に有機発光媒体を挟持して構成した有機ＥＬ素子と、当該
有機ＥＬ素子の発光制御用の薄膜トランジスタと、を具備したアクティブ駆動型有機ＥＬ
表示装置において、
　前記有機ＥＬ素子の発光を、前記下部電極側より取り出すとともに、下部電極側に色変
換媒体が設けてあり、
　かつ、前記色変換媒体に斜面が形成してあるとともに、当該斜面に沿って、前記下部電
極と前記薄膜トランジスタとの間に、傾斜した電気接続部材が設けてあること、
　を特徴とするアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】
　上部電極および下部電極の間に有機発光媒体を挟持して構成した有機ＥＬ素子と、当該
有機ＥＬ素子の発光制御用の薄膜トランジスタと、を具備したアクティブ駆動型有機ＥＬ
表示装置において、
　前記有機ＥＬ素子の発光を、前記下部電極側より取り出すとともに、下部電極側に色変
換媒体が設けてあり、
　かつ、前記下部電極と前記薄膜トランジスタとの間に、傾斜した電気接続部材が設けて
あり、
　前記色変換媒体の側端に、前記電気接続部材を傾斜させるための斜行部材が設けてある
こと、
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　を特徴とするアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　前記電気接続部材の平面方向に対する傾斜角度を１０°～８０°の範囲内の値とするこ
とを特徴とする請求項１または２に記載のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】
　前記電気接続部材が、前記有機ＥＬ素子と前記薄膜トランジスタとの間の層間絶縁膜に
形成したビアホールであることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載のアクテ
ィブ駆動型有機ＥＬ表示装置。
【請求項５】
　前記電気接続部材が、導電性ペーストを焼結してなる電気配線であることを特徴とする
請求項１～３のいずれか一項に記載のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置。
【請求項６】
　前記電気接続部材が、ボンディングワイヤであることを特徴とする請求項１～３のいず
れか一項に記載のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置。
【請求項７】
　前記電気接続部材が、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）から構成してあることを特徴と
する請求項１～６のいずれか一項に記載のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置。
【請求項８】
　前記下部電極が、インジウム亜鉛酸化物あるいはインジウムスズ酸化物から構成してあ
ることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示
装置。
【請求項９】
　前記下部電極と、前記電気接続部材とが、非結晶性導電酸化物を用いて一体的に形成し
てあることを特徴とする請求項８に記載のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置。
【請求項１０】
　前記電気接続部材の一部に、メタライズ部が設けてあることを特徴とする請求項１～９
のいずれか一項に記載のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置。
【請求項１１】
　前記電気接続部材の厚さを０．０１～１００μｍの範囲内の値とすることを特徴とする
請求項１～１０のいずれか一項に記載のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置。
【請求項１２】
　上部電極および下部電極の間に有機発光媒体を挟持して構成した有機ＥＬ素子と、下部
電極側より取り出したＥＬ発光を色変換するための色変換媒体と、有機ＥＬ素子の発光制
御用の薄膜トランジスタと、を具備したアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置の製造方法に
おいて、
　前記薄膜トランジスタを形成する工程と、
　前記色変換媒体を形成する工程と、
　前記色変換媒体の一部に斜面を形成する工程と、
　当該斜面に沿って前記電気接続部材を傾斜させて形成する工程と、
　前記有機ＥＬ素子を形成する工程と、
　を含むことを特徴とするアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記下部電極と、前記電気接続部材とを、非結晶性導電酸化物を用いて一体的に形成す
ることを特徴とする請求項１２に記載のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記電気接続部材を、真空蒸着法またはスパッタリング法を用いて形成することを特徴
とする請求項１２または１３に記載のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記電気接続部材を、ゾル－ゲル法を用いて形成することを特徴とする請求項１２また
は１３のいずれか一項に記載のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置の製造方法。
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【請求項１６】
　前記電気接続部材の少なくとも一部を、メタライズ化する工程を含むことを特徴とする
請求項１２～１５のいずれか一項に記載のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置の製造方法
。
【発明の詳細な説明】
技術分野
この発明は、薄膜トランジスタを備えたアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置（以下、有機
ＥＬ表示装置と称する場合がある。）、およびその製造方法に関する。より詳しくは、有
機ＥＬ素子の発光面側に色変換媒体を設けた場合であっても、薄膜トランジスタと有機Ｅ
Ｌ素子の下部電極との間で、優れた接続信頼性が得られる有機ＥＬ表示装置、およびその
製造方法に関する。
なお、本願明細書の特許請求の範囲や、詳細な説明において記載している「ＥＬ」は、「
エレクトロルミネッセンス」を省略表記したものである。
背景技術
従来、電極間に有機発光層を挟持した有機ＥＬ素子をＸＹマトリックス電極構造により駆
動させる単純駆動型有機ＥＬ表示装置が知られており、例えば、特開平２－３７３８５号
公報や、特開平３－２３３８９１号公報に開示されている。
このような単純駆動型有機ＥＬ発光装置では、いわゆる線順次駆動を行うので、走査線数
が数百本ある場合には、要求される瞬間輝度が、観察輝度の数百倍となり、結果として、
以下のような問題が生じていた。
（１）駆動電圧が、直流定常電圧の場合の２～３倍以上と高くなるため、発光効率が低下
したり、消費電力が大きくなったりする。
（２）瞬間的に流れる電流量が数百倍となるため、有機発光層が劣化しやすくなる。
（３）（２）と同様に、電流量が非常に大きいため、電極配線における電圧降下が大きく
なる。
そのため、単純駆動型有機ＥＬ発光装置の有する問題点を解決すべく、薄膜トランジスタ
（以下ＴＦＴ（ｔｈｉｎ　ｆｉｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）と称する場合がある。）を
備えて、有機ＥＬ素子を駆動させるアクティブ駆動型有機ＥＬ発光装置が提案されている
。
このようなアクティブ駆動型有機ＥＬ発光装置は、単純駆動型有機ＥＬ発光装置と比較し
て、駆動電圧が大幅に低電圧化し、発光効率が向上し、しかも、消費電力が低減できる等
の特徴がある。
しかしながら、このような効果を有するアクティブ駆動型有機ＥＬ発光装置においても、
有機ＥＬ素子と、ＴＦＴとの間の接続信頼性に乏しいという問題が見られた。例えば、ア
ルミニウムやクロム等の金属材料を用いて電気接続することが提案されているが、有機Ｅ
Ｌ素子の透明電極、例えばＩＴＯ（インジウムスズ酸化物）と、これらの金属材料とが容
易に剥離したり、あるいは、周囲の水分により金属材料が腐食したり、さらには、マイグ
レーションが生じてリーク電流が発生するなどの問題が見られた。
そこで、特開平８－３３０６００号公報や、特開平１０－２５４３８３号公報には、図１
９に示すように有機ＥＬ素子２２６と、ＴＦＴ２３７とを具備するとともに、これらの部
材２２６、２３７を電気接続するための複合材料からなる電気接続部材２２８とを有する
有機ＥＬ表示装置２００が開示されている。
そして、かかる有機ＥＬ表示装置２００では、複合材料からなる電気接続部材２２８とし
て、下層２５０の低抵抗材料からなる金属薄膜と、上層２５１の耐食性に優れた窒化チタ
ン薄膜とから構成された複合材料が開示されており、例えば、アルミニウム／窒化チタン
、タングステン／窒化チタン、またはモリブテン／窒化チタン等からなるバリアメタルが
使用されている。
また、特開平１０－１８９２５２号公報には、図２０に示すように、ＴＦＴ３４４のドレ
イン領域３４７と、有機ＥＬ素子３２６の下部電極３０２とを、層間絶縁膜３１３中に、
垂直方向に設けたコンタクトホール（ビアホール）３５４を介して電気接続したアクティ
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ブ駆動型有機ＥＬ表示装置３００が開示されている。
しかしながら、特開平８－３３０６００号公報や、特開平１０－２５４３８３号公報に開
示されたアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置２００では、下層２５０の金属薄膜と、上層
２５１の窒化チタン薄膜とからなるバリアメタルを水平方向に形成して、ＴＦＴ２３７の
ドレイン領域２３６と、有機ＥＬ素子の下部電極２２２とを電気接続していた。そのため
、例えば、有機ＥＬ素子２２６の下部電極側に、厚手のカラーフィルタや色変換膜等の色
変換媒体（図示せず。）を設けると、ＴＦＴのドレイン領域と下部電極との間に段差が生
じて、これらを電気接続するのが困難となったり、あるいは、バリアメタルが損傷しやす
くなったりして、接続信頼性が乏しくなるなどの問題が見られた。そのため、色変換媒体
の厚さを薄くすることが考えられるが、今度は、色変換効率が低下するなどの新たな問題
が見られた。
また、特開平１０－１８９２５２号公報に開示されたアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置
３００においても、下部電極側に設けた色変換媒体（図示せず。）の厚さが厚くなると、
垂直方向に設けたコンタクトホール３５４による電気接続では、接続信頼性が低下する場
合が見られた。
例えば、色変換媒体の厚さが５μｍ以上となると、加熱した場合に、色変換媒体の熱膨張
量が大きくなり、色変換媒体と比較して熱膨張量が小さいコンタクトホールにおいて、断
線が生じる場合が見られた。
また、垂直方向に設けたコンタクトホール３５４を用いた電気接続では、コンタクトホー
ルの長さが長いために、導電材料を均一に充填することが困難であり、電気接続部材の形
成方法として一般的手法である蒸着方法やスパッタリング法が実質的に使用できないとい
う問題も見られた。
そこで、本発明の発明者らは上記問題を鋭意検討したところ、有機ＥＬ素子と、ＴＦＴと
の間の電気接続部材を傾斜して設けることにより、優れた接続信頼性が得られ、上述した
問題を解決できることを見出した。
すなわち、本発明の目的は、下部電極側に、例えば、厚さ５μｍ以上の色変換媒体を設け
てカラー表示させた場合であっても、有機ＥＬ素子の下部電極と、ＴＦＴのドレイン領域
との間を容易に電気接続することができ、結果として、優れた接続信頼性が得られるアク
ティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を提供することにある。
また、本発明の別の目的は、このようなアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を効率的に提
供することができる製造方法を提供することにある。
発明の開示
［１］　本発明によれば、上部電極および下部電極の間に有機発光媒体を有する有機ＥＬ
素子と、当該有機ＥＬ素子の発光制御用のＴＦＴと、を具備したアクティブ駆動型有機Ｅ
Ｌ表示装置であって、有機ＥＬ素子の発光を、下部電極側より取り出すとともに、下部電
極側に色変換媒体が設けてあり、かつ、下部電極と、ＴＦＴとの間に、傾斜した電気接続
部材が設けてあることを特徴とした有機ＥＬ表示装置が提供される。
すなわち、このように有機ＥＬ表示装置を構成することにより、有機ＥＬ素子と、ＴＦＴ
との間の電気接続部材を容易に形成することができるとともに、優れた接続信頼性を得る
ことができる。
［２］　また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を構成するにあたり、平面方
向に対する電気接続部材の傾斜角度を１０°～８０°の範囲内の値とすることが好ましい
。
このような傾斜角度に電気接続部材を設けることにより、有機ＥＬ素子と、ＴＦＴとの間
のより良好な電気接続を得ることができ、また、電気接続部材の形成についてもさらに容
易となる。
［３］　また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を構成するにあたり、色変換
媒体の一部に斜面を形成してあるとともに、当該斜面に沿って、電気接続部材が設けてあ
ることが好ましい。
このように構成すると、色変換媒体の側面を電気接続部材の支持部として利用することが
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でき、傾斜した電気接続部材を容易に設けることができるばかりでなく、電気接続部材の
耐久性も向上する。
［４］　また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を構成するにあたり、電気接
続部材が、有機ＥＬ素子とＴＦＴとの間に設けられた層間絶縁膜に形成したビアホールで
あることが好ましい。
このように電気接続部材がビアホールであれば、傾斜させて設けることが容易であるばか
りか、有機ＥＬ素子やＴＦＴに対する接触面積を大きくすることができる。
［５］　また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を構成するにあたり、色変換
媒体の側端に、電気接続部材を傾斜させるための斜行部材が設けてあることが好ましい。
このように斜行部材を設けて電気接続部材の専用支持台とすることにより、電気接続部材
を精度良く形成することができるとともに、電気接続部材の耐久性等を向上させることが
できる。
［６］　また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を構成するにあたり、電気接
続部材が、導電性ペーストを焼結してなる電気配線であることが好ましい。
このように電気接続部材が導電性ペーストの焼結体からなる電気配線であれば、傾斜させ
て設けることが容易なためである。また、導電性ペーストを用いることにより、下部電極
や、ＴＦＴに対する優れた密着性が得られるためである。さらに、導電性ペーストを用い
ることにより、色変換媒体の側面を電気接続部材の支持部として容易に利用することがで
きるため、得られる電気接続部材の耐久性も向上する。
［７］　また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を構成するにあたり、電気接
続部材が、ボンディングワイヤであることが好ましい。
このように電気接続部材を構成すると、色変換媒体等に起因した段差が生じたとしても、
下部電極と、ＴＦＴとの間の電気接続を容易かつ迅速に採ることができる。
［８］　また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を構成するにあたり、電気接
続部材が、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）から構成してあることが好ましい。
インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）は、アモルファス化合物（非結晶構造）であって、エッ
チング特性に優れているため、電気接続部材を、精度良く設けることができる。
また、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）は、アルミニウムや金等の金属薄膜となじみが良
く、優れた電気接続性を得ることができる。
さらに、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）は、結晶性化合物であるＩＴＯ等と比較して、
緻密な膜を形成可能であるとともに、応力破壊されにくいため、耐湿性や耐久性に優れて
いる。したがって、電気接続部材を斜面等に形成した場合であっても、長期間にわたって
優れた電気接続性を得ることができる。
［９］　また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を構成するにあたり、下部電
極が、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）あるいはインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）から構
成してあることが好ましい。
このように構成すると、下部電極の光透過性が優れたものとなり、また、ＥＬ素子への電
荷注入が低抵抗で行えるとともに、電気接続部材として、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ
）を用いた場合に、より良好な電気接続性を得ることができる。
［１０］　また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を構成するにあたり、下部
電極と、電気接続部材とを、非結晶性導電酸化物、例えば、インジウム亜鉛酸化物を用い
て一体的に形成してあることが好ましい。
このように構成すると、形成が容易となるばかりか、電気接続箇所の数を減少することが
できる。
［１１］　また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を構成するにあたり、電気
接続部材の一部に、メタライズ部が設けてあることが好ましい。
このように構成すると、電気接続部材と、有機ＥＬ素子またはＴＦＴとの間における電気
接続箇所での接続抵抗を、より低抵抗化することができる。
［１２］　また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置を構成するにあたり、電気
接続部材の厚さを０．０１～１００μｍの範囲内の値とすることが好ましい。
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このように構成すると電気接続部材における抵抗損失を少なくできるとともに、所定の耐
久性や成膜性が得られる。
［１３］　また、本発明の別の態様によれば、上部電極および下部電極の間に有機発光媒
体を有する有機ＥＬ素子と、当該有機ＥＬ素子の発光制御用のＴＦＴと、を具備したアク
ティブ駆動型有機ＥＬ表示装置であって、有機ＥＬ素子の発光を、下部電極側より取り出
すとともに、下部電極側に色変換媒体が設けてあり、かつ、色変換媒体を層間絶縁膜およ
び支持基板、あるいはいずれか一方の部材内に埋設してあるアクティブ駆動型有機ＥＬ表
示装置が提供される。
このように構成すると、ＴＦＴと、色変換媒体上に設けてある下部電極との段差を少なく
することができるため、より容易に電気接続することができるとともに、優れた接続信頼
性を得ることができる。
［１４］　また、本発明の別の態様によれば、上部電極および下部電極の間に有機発光媒
体を有する有機ＥＬ素子と、当該有機ＥＬ素子の発光制御用のＴＦＴと、を具備したアク
ティブ駆動型有機ＥＬ表示装置であって、有機ＥＬ素子の発光を、下部電極側より取り出
すとともに、下部電極側に色変換媒体が設けてあり、かつ、ＴＦＴと、支持基板との間に
、ＴＦＴの高さ位置を調節するための高さ調節層が設けてあるアクティブ駆動型有機ＥＬ
表示装置が提供される。
このように構成すると、ＴＦＴと、有機ＥＬ素子の下部電極との高さを実質的に等しくす
ることができるため、より容易に電気接続することができるとともに、優れた接続信頼性
を得ることができる。
［１５］　また、本発明の別の態様は、上部電極および下部電極の間に有機発光媒体を挟
持して構成した有機ＥＬ素子と、下部電極側より取り出したＥＬ発光を色変換するための
色変換媒体と、有機ＥＬ素子の発光制御用のＴＦＴと、を具備したアクティブ駆動型有機
ＥＬ表示装置の製造方法であり、
ＴＦＴを形成する工程と、
色変換媒体を形成する工程と、
電気接続部材を傾斜させて形成する工程と、
有機ＥＬ素子を形成する工程と、
を含むことを特徴としている。
このように製造することにより、フルカラー表示が可能で、優れた接続信頼性を有する有
機ＥＬ表示装置を効率的に得ることができる。
［１６］　また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置の製造方法を実施するにあ
たり、色変換媒体の側端を斜面とする工程を含み、かつ、傾斜した電気接続部材を設ける
工程において、当該電気接続部材を、色変換媒体の斜面に沿って設けることが好ましい。
このように製造することにより、電気接続部材の形成がさらに容易となる。また、得られ
た電気接続部材が色変換媒体の斜面に沿っているため、加熱されて色変換媒体が膨張した
場合であっても、容易に追随することができる。
［１７］　また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置の製造方法を実施するにあ
たり、下部電極と、電気接続部材とを、インジウム亜鉛酸化物を用いて一体的に形成する
ことが好ましい。
このように実施することにより、電気接続部材および下部電極を容易かつ短時間で形成す
ることができる。また、電気接続箇所を減少することより、抵抗損失を低下することもで
きる。
［１８］　また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置の製造方法を実施するにあ
たり、電気接続部材を、真空蒸着法またはスパッタリング法を用いて形成することが好ま
しい。
このように電気接続部材を形成することにより、色変換媒体等の斜面を利用して、容易に
設けることができるばかりか、得られた電気接続部材が均一な薄膜であるため、優れた耐
熱性や耐振動性を得ることができる。
［１９］　また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置の製造方法を実施するにあ
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たり、電気接続部材を、ゾル－ゲル法を用いて形成することが好ましい。
このように電気接続部材を形成することにより、特殊な形成装置を必要とせず、原料溶液
（ゾル）を塗布した後、加熱および還元するだけで、容易に形成することができる。
［２０］　また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置の製造方法を実施するにあ
たり、電気接続部材の一部を、メタライズ化する工程を含むことが好ましい。
このように製造することにより、接続箇所での接続抵抗を低下することができ、さらに良
好な電気接続部材を得ることができる。
発明を実施するための最良の実施形態
以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について具体的に説明する。なお、参照する
図面は、この発明が理解できる程度に各構成成分の大きさ、形状および配置関係を概略的
に示してあるに過ぎず、例えば、ＴＦＴと信号電極や共通電極の電気接続については、記
載を省略する場合がある。したがって、この発明は図示例にのみ限定されるものではない
。また、図面では、断面を表すハッチングを省略する場合がある。
［第１の実施形態］
第１の実施形態の有機ＥＬ発光装置は、図１に示すように、支持基板１０と、その上に形
成された層間絶縁膜（ゲート絶縁膜）１２に埋設されたＴＦＴ１４と、その上に形成され
た層間絶縁膜（平坦化膜）１３および色変換媒体６０と、これらの上に形成された有機Ｅ
Ｌ素子２６と、さらにこれらのＴＦＴ１４および有機ＥＬ素子２６とを電気接続するため
の傾斜した電気接続部材２８と、を備えたアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置３０である
。
以下、第１の実施形態において、図１等を適宜参照しながら、その構成要素等について説
明する。
１．支持基板
有機ＥＬ表示装置における支持基板（以下、基板と称する場合がある。）は、有機ＥＬ素
子や、ＴＦＴ等を支持するための部材であり、そのため機械的強度や、寸法安定性に優れ
ていることが好ましい。
このような基板としては、具体的には、ガラス板、金属板、セラミックス板、あるいはプ
ラスチック板（ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリエチレンテ
レフタレート樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂
、シリコン樹脂、フッ素樹脂等）等を挙げることができる。
また、これらの材料からなる基板は、有機ＥＬ表示装置内への水分の侵入を避けるために
、さらに無機膜を形成したり、フッ素樹脂を塗布したりすることにより、防湿処理や疎水
性処理を施してあることが好ましい。
特に、有機発光媒体への水分の侵入を避けるために、基板における含水率およびガス透過
係数を小さくすることが好ましい。具体的に、支持基板の含水率を０．０１重量％以下の
値およびガス透過係数を１×１０－１３ｃｃ・ｃｍ／ｃｍ２・ｓｅｃ．ｃｍＨｇ以下の値
とすることがそれぞれ好ましい。
２．有機ＥＬ素子
（１）有機発光媒体
有機発光媒体は、電子と正孔とが再結合して、ＥＬ発光が可能な有機発光層を含む媒体と
定義することができる。かかる有機発光媒体は、例えば、下部電極上に、以下の各層を積
層して構成することができる。
ｉ）　有機発光層
ｉｉ）　正孔注入層／有機発光層
ｉｉｉ）　有機発光層／電子注入層
ｉｖ）　正孔注入層／有機発光層／電子注入層
ｖ）　有機半導体層／有機発光層
ｖｉ）　有機半導体層／電子障壁層／有機発光層
ｖｉｉ）　正孔注入層／有機発光層／付着改善層
これらの中で、ｉｖ）の構成が、より高い発光輝度が得られ、耐久性にも優れていること
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から通常好ましく用いられる。
▲１▼構成材料
有機発光媒体における発光材料としては、例えば、ｐ－クオーターフェニル誘導体、ｐ－
クィンクフェニル誘導体、ベンゾチアゾール系化合物、ベンゾイミダゾール系化合物、ベ
ンゾオキサゾール系化合物、金属キレート化オキシノイド化合物、オキサジアゾール系化
合物、スチリルベンゼン系化合物、ジスチリルピラジン誘導体、ブタジエン系化合物、ナ
フタルイミド化合物、ペリレン誘導体、アルダジン誘導体、ピラジリン誘導体、シクロペ
ンタジエン誘導体、ピロロピロール誘導体、スチリルアミン誘導体、クマリン系化合物、
芳香族ジメチリディン系化合物、８－キノリノール誘導体を配位子とする金属錯体、ポリ
フェニル系化合物等の１種単独または２種以上の組み合わせが挙げられる。
これらの有機発光材料のうち、例えば、青色発光材料としては、芳香族ジメチリディン系
化合物としての、４，４´－ビス（２，２－ジ－ｔ－ブチルフェニルビニル）ビフェニル
（ＤＴＢＰＢＢｉと略記する。）や、４，４´－ビス（２，２－ジフェニルビニル）ビフ
ェニル（ＤＰＶＢｉと略記する。）、およびこれらの誘導体がより好ましい。
さらに、芳香族ジメチリディン系化合物のようなジスチリルアリーレン骨格等を有する有
機発光材料をホスト材料とし、当該ホスト材料に、ドーパントとしての青色から赤色まで
の強い蛍光色素、例えばクマリン系材料、あるいはホストと同様の蛍光色素をドープした
材料を併用することも好適である。より具体的には、ホスト材料として、上述したＤＰＶ
Ｂｉ等を用い、ドーパントとして、１，４－ビス［４－（Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノスチ
リルベンゼン）］（ＤＰＡＶＢと略記する。）等を用いて、青色発光を得ることができる
。
▲２▼厚さ
また、有機発光媒体の厚さについては特に制限はないが、例えば、厚さを５ｎｍ～５μｍ
の範囲内の値とすることが好ましい。
この理由は、有機発光媒体の厚さが５ｎｍ未満となると、発光輝度や耐久性が低下する場
合があり、一方、有機発光媒体の厚さが５μｍを超えると、印加電圧の値が高くなる場合
があるためである。
したがって、有機発光媒体の厚さを１０ｎｍ～３μｍの範囲内の値とすることがより好ま
しく、２０ｎｍ～１μｍの範囲内の値とすることがさらに好ましい。（２）電極
以下、上部電極および下部電極について説明する。ただし、有機ＥＬ素子の構成に対応し
て、これらの上部電極および下部電極が、陽極層および陰極層に該当したり、あるいは、
陰極層および陽極層に該当する場合がある。
▲１▼下部電極
下部電極は、有機ＥＬ表示装置の構成に応じて陽極層あるいは陰極層に該当するが、例え
ば、陽極層に該当する場合には、仕事関数の大きい（例えば、４．０ｅＶ以上）金属、合
金、電気電導性化合物またはこれらの混合物を使用することが好ましい。具体的に、イン
ジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）、ヨウ化銅（ＣｕＩ）、
酸化スズ（ＳｎＯ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、金、白金、パラジウム等の電極材料を単独
で使用するか、あるいはこれらの電極材料を２種以上組み合わせて使用することが好まし
い。
これらの電極材料を使用することにより、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレー
ティング法、電子ビーム蒸着法、ＣＶＤ法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓ
ｉｔｉｏｎ）、ＭＯＣＶＤ法（Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ
　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、プラズマＣＶＤ法（Ｐｌａｓｍａ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｈ
ｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）等の乾燥状態での成膜が可能な方法
を用いて、均一な厚さを有する下部電極を形成することができる。
なお、本発明では、下部電極側からＥＬ発光を取り出す必要があるため、当該下部電極を
透明電極とする必要がある。したがって、上述した電極材料を使用して、ＥＬ発光の透過
率を７０％以上の値とすることが好ましい。
また、下部電極の膜厚も特に制限されるものではないが、例えば、１０～１，０００ｎｍ
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の範囲内の値とするのが好ましく、１０～２００ｎｍの範囲内の値とするのがより好まし
い。
この理由は、下部電極の膜厚をこのような範囲内の値とすることにより、導電性があり、
かつ、７０％以上のＥＬ発光の透過率を得ることができるためである。
また、下部電極２２の構造を、図２（ａ）、および（ｂ）に示すように、先端部２９を分
岐させたり、穴開き円形としたり、あるいは、図２（ｃ）、および（ｄ）に示すように、
垂直方向の窪みや、凹凸構造を設けることが好ましい。
このように構成すると、下部電極と、電気接続部材２８との接触面積が大きくなり、密着
性が向上し、接続抵抗を有効に低下させることができる。
なお、図２（ａ）～（ｄ）において、電気接続部材の接続位置が理解可能なように、点線
で電気接続部材２８を示してある。なお、この接続部材構造は、この場合の逆構造、すな
わち、図２において、電気接続部材の先端を実線とし、下部電極を点線で示す部分として
もよい。
その他、図示はしないが、下部電極と、電気接続部材との間の接続抵抗をさらに低下する
ために、下部電極の一部にメタライズ部やバンプを設けることも好ましい。
▲２▼上部電極
一方、上部電極についても、有機ＥＬ表示装置の構成に対応して陽極層あるいは陰極層に
該当するが、例えば、陰極層に該当する場合には、陽極層と比較して、仕事関数の小さい
（例えば、４．０ｅＶ未満）金属、合金、電気電導性化合物またはこれらの混合物あるい
は含有物を使用することが好ましい。
具体的には、ナトリウム、ナトリウム－カリウム合金、セシウム、マグネシウム、リチウ
ム、マグネシウム－銀合金、アルミニウム、酸化アルミニウム、アルミニウム－リチウム
合金、インジウム、希土類金属、これらの金属と有機発光媒体材料との混合物、およびこ
れらの金属と電子注入層材料との混合物等からなる電極材料を単独で使用するか、あるい
はこれらの電極材料を２種以上組み合わせて使用することが好ましい。
また、上部電極の膜厚についても、特に制限されるものではないが、具体的に１０～１，
０００ｎｍの範囲内の値とするのが好ましく、１０～２００ｎｍの範囲内の値とするのが
より好ましい。
この理由は、上部電極の膜厚をこのような範囲内の値とすることにより、所定の面抵抗や
、良好な電気接続信頼性を得ることができるためである。
また、上部電極２０は、図１に示すように、主電極１６と、より低抵抗材料からなる補助
電極１８とから構成することが好ましい。
このように構成することにより、上部電極２０の面抵抗を著しく低下させることができる
。よって、有機発光媒体に流れる電流密度が低減でき、結果として、有機発光媒体の寿命
を著しく伸ばすことができる。
（３）層間絶縁膜
本発明の有機ＥＬ表示装置における層間絶縁膜は、有機ＥＬ素子およびＴＦＴの近傍また
は周辺に存在し、主に、蛍光媒体またはカラーフィルタの凹凸を平坦化して、有機ＥＬ素
子の下部電極を形成する際の平坦化された下地として使用されるが、その他、高精細な配
線材料を形成するための電気絶縁、有機ＥＬ素子の下部電極と上部電極との間の電気絶縁
（短絡防止）、ＴＦＴの電気絶縁や機械的保護、さらには、ＴＦＴと有機ＥＬ素子との間
の電気絶縁等を目的として用いられる。
したがって、層間絶縁膜は、必要に応じて、平坦化膜、電気絶縁膜、隔壁、スペーサー等
の名称で呼ぶ場合があり、本発明では、いずれをも包含するものである。
▲１▼構成材料
層間絶縁膜に用いられる構成材料としては、通常、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂
、ポリイミド樹脂、フッ素化ポリイミド樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、メラミン樹脂、環
状ポリオレフィン、ノボラック樹脂、ポリケイ皮酸ビニル、環化ゴム、ポリ塩化ビニル樹
脂、ポリスチレン、フェノール樹脂、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、
ポリエステル樹脂、マレイン酸樹脂、ポリアミド樹脂等の有機物が挙げられる。
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また、層間絶縁膜を無機物から構成する場合、好ましい無機物として、酸化ケイ素（Ｓｉ
Ｏ２またはＳｉＯｘ）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３またはＡｌＯｘ）酸化チタン（Ｔ
ｉＯ２）、酸化イットリウム（Ｙ２Ｏ３またはＹＯｘ）、酸化ゲルマニウム（ＧｅＯ２ま
たはＧｅＯｘ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化マグネシウム（ＭｇＯまたはＭｇＯｘ）、酸
化カルシウム（ＣａＯ）、ほう酸（Ｂ２Ｏ３）、酸化ストロンチウム（ＳｒＯ）、酸化バ
リウム（ＢａＯ）、酸化鉛（ＰｂＯ）、ジルコニア（ＺｒＯ２）、酸化ナトリウム（Ｎａ

２Ｏ）、酸化リチウム（Ｌｉ２Ｏ）、酸化カリウム（Ｋ２Ｏ）、窒化シリコン（Ｓｉ３Ｎ

４）、窒化シリコン酸化物（ＳｉＯｘＮＹ）、弗化カルシウム（ＣａＦ２）等を挙げるこ
とができる。なお、無機物を表す構造式中のｘおよびＹは、０．１～３の範囲内の値であ
る。
また、特に耐熱性が要求される場合には、これらの構成材料のうち、アクリル樹脂、ポリ
イミド樹脂、フッ素化ポリイミド、環状ポリオレフィン、エポキシ樹脂、あるいは無機物
を使用することが好ましい。
なお、これらの層間絶縁膜は、構成材料に感光性基を導入してフォトリソグラフィー法で
所望のパターンに加工するか、印刷手法にて所望のパターンに形成することが好ましい。
▲２▼層間絶縁膜の厚さ
層間絶縁膜の厚さは、表示の精細度、有機ＥＬ素子と組み合わせられる蛍光媒体またはカ
ラーフィルタの凹凸にもよるが、好ましくは１０ｎｍ～１ｍｍの範囲内の値とすることが
好ましい。
この理由は、このように構成することにより、蛍光媒体またはカラーフィルタの凹凸を十
分に平坦化できるとともに、高精細表示の視野角依存性を低減することができるためであ
る。
したがって、層間絶縁膜の厚さを１００ｎｍ～１００μｍの範囲内の値とすることがより
好ましく、１００ｎｍ～１０μｍの範囲内の値とすることがさらに好ましい。
▲３▼形成方法
層間絶縁膜の形成方法は特に制限されるものではないが、例えば、スピンコート法、キャ
スト法、スクリーン印刷法等の方法を用いて成膜するか、あるいは、スパッタリング法、
蒸着法、化学蒸着法（ＣＶＤ法）、イオンプレーティング法等の方法で成膜することが好
ましい。
３．薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
（１）構成
第１の実施形態における有機ＥＬ表示装置の実施形態は、図１および図３～図４に示すよ
うに、基板１０上に、少なくとも一つのＴＦＴ１４と、このＴＦＴ１４により駆動される
有機ＥＬ素子２６とを有している。
また、このＴＦＴ１４と、有機ＥＬ素子２６の下部電極２２との間には、平坦化された層
間絶縁膜１３および色変換媒体６０が配設してあり、かつＴＦＴ１４のドレイン４７と、
有機ＥＬ素子２６の下部電極２２とが、層間絶縁膜１３および色変換媒体６０の境界に設
けられた電気接続部材２８を介して電気的に接続されている。
また、図３の回路図が示すように、ＴＦＴ１４には、ＸＹマトリックス状に配設された複
数（ｎ本、ｎは、例えば１～１、０００の範囲内の値）の走査電極線（Ｙｊ～Ｙｊ＋ｎ）
５０と信号電極線（Ｘｉ～Ｘｉ＋ｎ）５１が電気接続されており、さらに、この信号電極
線５１に対して平行に設けられた共通電極線（Ｃｉ～Ｃｉ＋ｎ）５２が、ＴＦＴ１４に電
気接続してある。
そして、これらの電極線５０、５１、５２が、ＴＦＴ１４に電気接続されており、コンデ
ンサ５７とともに、有機ＥＬ素子２６を駆動させるための電気スイッチを構成しているこ
とが好ましい。すなわち、かかる電気スイッチは、走査電極線５０および信号電極線５１
等に電気接続されているとともに、例えば、１個以上の第１のトランジスタ（以下、Ｔｒ
１と称する場合がある。）５５と、第２のトランジスタ（以下、Ｔｒ２と称する場合があ
る。）５６と、コンデンサ５７とから構成してあることが好ましい。
なお、第１のトランジスタ５５は、発光画素を選択する機能を有し、第２のトランジスタ



(11) JP 4608170 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

５６は、有機ＥＬ素子を駆動する機能を有していることが好ましい。
また、図１に示すように、第１のトランジスタ（Ｔｒ１）５５および第２のトランジスタ
（Ｔｒ２）５６の活性層４４は、ｎ型にドーピングされた半導体領域４５、４７、および
ドーピングされていない半導体領域４６から構成されており、ｎ＋／ｉ／ｎ＋と表すこと
ができる。
そして、ｎ型にドーピングされた半導体領域が、それぞれソース４５およびドレイン４７
となり、ドーピングされていない半導体領域の上方にゲート酸化膜１２を介して設けられ
たゲート４３とともに、全体として、トランジスタ５５、５６を構成することになる。
なお、活性層４４において、ｎ型にドーピングされた半導体領域４５、４７を、ｎ型の代
わりにｐ型にドーピングして、ｐ＋／ｉ／ｐ＋とした構成であっても良い。また、第１の
トランジスタ（Ｔｒ１）５５および第２のトランジスタ（Ｔｒ２）５６の活性層４４は、
ポリシリコン等の無機半導体や、チオフェンオリゴマー、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン
）等の有機半導体から構成してあることが好ましい。特に、ポリシリコンは、アモルファ
スＳｉ（α－Ｓｉ）に比べて、通電に対し充分な安定性を示すことから、好ましい材料で
ある。
（２）駆動方法
次ぎに、ＴＦＴによる有機ＥＬ素子の駆動方法につき説明する。
ＴＦＴは、図３に示す回路図のように、第１のトランジスタ（Ｔｒ１）５５および第２の
トランジスタ（Ｔｒ２）５６を含んでいるととともに、電気スイッチを構成していること
が好ましい。
すなわち、このように電気スイッチを構成することにより、ＸＹマトリックスの電極を介
して走査信号パルスおよび信号パルスを入力し、スイッチ動作を行わせることにより、有
機ＥＬ素子２６を駆動させることができる。
より具体的に言えば、電気スイッチにより、有機ＥＬ素子２６を発光させたり、あるいは
発光を停止させることにより、画像表示を行うことが可能である。
このように電気スイッチによって有機ＥＬ素子２６を駆動させるに際し、走査電極線（ゲ
ート線と称する場合がある。）（Ｙｊ～Ｙｊ＋ｎ）５０を介して伝達される走査パルスと
、信号電極線（Ｘｉ～Ｘｉ＋ｎ）５１を介して伝達される信号パルスによって、所望の第
１のトランジスタ（Ｔｒ１）５５が選択され、共通電極線（Ｃｉ～Ｃｉ＋ｎ）５２と第１
のトランジスタ（Ｔｒ１）５５のソース４５との間に形成してあるコンデンサ５７に所定
の電荷が充電されることになる。
これにより第２のトランジスタ（Ｔｒ２）５６のゲート電圧が一定値となり、第２のトラ
ンジスタ（Ｔｒ２）５６はＯＮ状態となる。そして、このＯＮ状態において、次にゲート
パルスが伝達されるまでゲート電圧がホールドされるため、第２のトランジスタ（Ｔｒ２
）５６のドレイン４７に接続されている有機ＥＬ素子２６の下部電極２２に電流を供給し
つづけることになる。
したがって、供給された電流により、有機ＥＬ素子２６を駆動することが可能になり、有
機ＥＬ素子２６の駆動電圧を大幅に低下させるとともに、発光効率が向上し、しかも、消
費電力を低減することができるようになる。
４．電気接続部材
（１）構成１
第１の実施形態では、図１に示すように、電気接続部材２８に傾斜構造を設けることが必
要である。
このように構成すると、電気接続部材２８の形成が容易となり、しかも、有機ＥＬ素子２
６と、ＴＦＴ１４との間で、電気接続部材２８がバネ的な動作をするため、良好な接続信
頼性を得ることができる。
また、電気接続部材２８を傾斜させる場合に、図１に示すように、平面方向に対する電気
接続部材２８の傾斜角度（θ）を１０°～８０°の範囲内の値とすることが好ましい。
この理由は、かかる傾斜角度が８０°を超えると、電気接続部材の形成が困難となる場合
があるためであり、一方、かかる傾斜角度が１０°未満となると、開口率が著しく低下す
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る場合があるためである。
したがって、平面方向に対する電気接続部材の傾斜角度を２０°～７０°の範囲内の値と
することがより好ましく、３０°～６０°の範囲内の値とすることがさらに好ましい。
（２）構成２
また、図１に示すように、色変換媒体６０自体の側端６１を斜面６２としてあるとともに
、当該斜面６２に沿って、電気接続部材２８が設けてあることが好ましい。
このように構成すると、色変換媒体６０の側端６１を電気接続部材２８の支持部として利
用することができ、傾斜した電気接続部材２８を容易に設けることができる。
また、このように構成すると、色変換媒体６０が加熱されて熱膨張した場合であっても、
電気接続部材２８が容易に追随することができるので、優れた接続信頼性を得ることがで
きる。例えば、色変換媒体６０の側端６１を傾斜角度１０°～８０°の斜面６２としてお
き、スパッタリング法等を用いて、金属薄膜等を積層するだけで、傾斜した電気接続部材
２８を容易に設けることができる。
（３）構成３
また、傾斜した電気接続部材の一部に、水平部分や、垂直部分を含むことも好ましい。し
たがって、例えば、図５に示すように、電気接続部材２８を階段状に形成することが好ま
しい。
このように構成すると、電気接続部材２８が、有機ＥＬ素子２６と、ＴＦＴ１４との間で
バネ的な動作をするとともに、電気接続部材２８の斜面に対する密着性がより良好となる
ため、さらに優れた接続信頼性を得ることができる。
（４）構成４
また、図６に示すように、電気絶縁性材料を用いて、色変換媒体６０の側端６１に斜行部
材６３を設けることも好ましい。
このように斜行部材６３を設けることにより、色変換媒体６０が熱膨張等した場合であっ
ても、当該斜行部材６３が緩衝材となって、電気接続部材２８を介して、優れた接続信頼
性を得ることができる。また、このように斜行部材６３を設けることにより、色変換媒体
６０に斜面を設けることなく、傾斜した電気接続部材２８を容易に形成することができる
。なお、この斜行部材は色変換媒体上の平坦化膜として形成してもよい。
また、斜行部材６３の構成材料としては、層間絶縁膜と同様の電気絶縁性材料を使用する
ことが好ましい。したがって、例えば、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂、フッ素樹脂、ポ
リオレフィン樹脂、エポキシ樹脂、酸化ケイ素（ＳｉＯ２）、酸化アルミニウム（Ａｌ２

Ｏ３）、酸化チタン（ＴｉＯ２）、窒化シリコン（Ｓｉ３Ｎ４）等を使用することが好ま
しい。
なお、斜行部材６３の形態についても一部に斜面が設けてあれば特に制限されるものでは
ないが、概ね三角形であることが好ましい。
（５）構成５
また、図７に示すように、色変換媒体６０の中間位置に概ねＶ字となるように二つの斜面
を設けて、二つの電気接続部材（第１の電気接続部材２７、および第２の電気接続部材２
８）をＶ字状の斜面に沿って設けることも好ましい。
このように構成すると、二つの電気接続部材２７、２８と、下部電極２２とを電気接続す
るため、接続抵抗をさらに低下することができるとともに、接続信頼性についても向上さ
せることができる。
また、二つの電気接続部材２７、２８における傾斜角度（θ）をそれぞれ４０°～８０°
の範囲内の値とすることが好ましい。このような傾斜角度とすることにより、二つの電気
接続部材２７、２８を設けたとしても、画素における開口率の低下を低くすることができ
る。
なお、二つの電気接続部材２７、２８における傾斜角度（θ）を、必ずしも等しくする必
要はなく、例えば、第１の電気接続部材２７の傾斜角度を１０°～４０°の範囲内の値と
し、第２の電気接続部材２８の傾斜角度を４０°～８０°の範囲内の値とすることも好ま
しい。
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（６）構成６
また、図８に示すように、電気接続部材４０が、層間絶縁膜１３内、あるいは層間絶縁膜
１３と色変換媒体６０との境界領域に形成した傾斜させたビアホールであることが好まし
い。
このように電気接続部材４０がビアホールであれば、傾斜させて設けることが容易であり
、また、下部電極２２に対する接触面積や、ＴＦＴ１４に対する接触面積を大きくするこ
とができるため、良好な電気接続性を得ることができる。
また、電気接続部材４０であるビアホールの口径を０．１～１００μｍの範囲内の値とす
ることが好ましい。この理由は、ビアホールの口径が０．１μｍ未満となると、形成する
のが困難となったり、接続信頼性が低下したりする場合があるためである。一方、ビアホ
ールの口径が１００μｍを超えると、逆に形成するのが困難となったり、隣接するビアホ
ール間でショートが発生しやすくなったりする場合があるためである。
なお、このように傾斜した電気接続部材４０であるビアホールは、例えば、フォトエッチ
ング法や、機械的切削により形成することが好ましい。
（７）構成７
また、図９に示すように、電気接続部材２８を導電性無機材料（非結晶性導電酸化物を含
む。）から構成するとともに、当該電気接続部材の一部または全面にメタライズ部３１、
３５が設けてあることが好ましい。
このように構成すると、電気接続部材２８と有機ＥＬ素子２６の下部電極２２との間、お
よびＴＦＴ１４との間におけるそれぞれの電気接続箇所での接続抵抗を、より低抵抗化す
ることができる。
ここで、メタライズ部３１および３５は同一の形成材料から構成されていてもよく、ある
いは、それぞれが異なる形成材料から構成されていてもよい。また、メタライズ部の好ま
しい形成材料としては、例えば、アルミニウム、白金、金、銀、銅、パラジウム、ニッケ
ル、クロム、タンタル、タングステン、モリブテン、チタン、窒化チタン（ＴｉＮ）、窒
化タンタル（ＴａＮ）、銀－パラジウム－銅合金（ＡＰＣ）等の一種単独または二種以上
の組み合わせが挙げられる。これらの金属を用いることにより、接続端部での接続抵抗を
、確実に低抵抗化することができるためである。
また、特にメタライズ部３１では、チタン、モリブテン、クロム、ＡＰＣを使用し、メタ
ライズ部３５ではクロムやタングステンを使用することが好ましい。このように構成する
と、上部電極側でも、下部電極側でも、接続端部での接続抵抗をより低抗化することがで
きるとともに、上部電極側の耐腐食性も向上させることができる。
さらに、メタライズ部の形成方法についても特に制限されるものではないが、例えば、メ
ッキ法、蒸着法、あるいは、スパッタリング法を採ることが好ましい。
また、メタライズ部の厚さは、電気接続箇所での接続抵抗の値を考慮して定めることが好
ましいが、具体的に、０．０１～５０μｍの範囲内の値とすることが好ましい。
この理由は、メタライズ部の厚さが０．０１μｍ未満の値となると、電気接続箇所での接
続抵抗の値が低下しない場合があるためであり、一方、５０μｍを超えると、メタライズ
部の形成に時間がかかる場合があるためである。
したがって、メタライズ部の厚さを０．０１～３０μｍの範囲内の値とすることがより好
ましく、０．０３～１０μｍの範囲内の値とすることがさらに好ましい。
（８）構成８
また、電気接続部材２８の厚さを０．０１～１００μｍの範囲内の値とすることが好まし
い。
この理由は、電気接続部材の厚さが０．０１μｍ未満となると、耐久性が乏しくなったり
、抵抗損失が著しく大きくなる場合があるためであり、一方、かかる厚さが１００μｍを
超えると、形成するのに過度に時間がかかったり、脆くなる場合があるためである。
したがって、電気接続部材の厚さを０．０１～８０μｍの範囲内の値とすることがより好
ましく、０．０３～５０μｍの範囲内の値とすることがさらに好ましい。
（９）構成材料
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▲１▼種類１
電気接続部材２８の構成材料については、導電材料であれば特に制限されることはないが
、具体的に、金属材料、合金材料、導電性無機材料、有機導電体、および炭素化合物が挙
げられる。
好ましい金属材料としては、アルミニウム（Ａｌ）、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）
、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、半田（Ｐｂ／Ｓｎ合金）、
錫（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）、マグネシウム（Ｍｇ）、モリブテン（Ｍｏ）、インジウム（Ｉ
ｎ）、クロム（Ｃｒ）、タンタル（Ｔａ）、チタン（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ）、およ
び銀－パラジウム－銅合金（ＡＰＣ）等の一種単独または二種以上の組み合わせが挙げら
れる。
また、ニッケル（Ｎｉ）を使用した場合、電解重合法で得られた電解ニッケルであること
が好ましい。このような電解ニッケルであれば、エッチング特性や靭性が極めて優れてい
るためである。
▲２▼種類２
また、電気接続部材２８を構成する好ましい導電性無機材料としては、酸化インジウムス
ズ（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、酸化亜鉛（Ｚｎ
Ｏ）、酸化アンチモン（ＳｂＯ２）、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＺｎＳＳｅ、ＭｇＳ、ＭｇＳＳ
ｅ、ＣｄＳ、ＣｄＳｅ、ＣｄＴｅ、ＣｄＳＳｅ等の一種単独または二種以上の組み合わせ
が挙げられる。
また、これらの導電性無機材料のうち、特に幅広い焼結温度、例えば１００～７００℃の
焼結温度において、後述するように非結晶性とすることができるとともに、得られた導電
性無機材料（薄膜）の耐久性が優れていることから、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）で
あることが好ましい。
また、このようなインジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）は、ゾル－ゲル法を用いて電気接続部
材２８を形成することができることから、酢酸インジウム、酢酸亜鉛等のカルボン酸塩、
塩化インジウム、塩化亜鉛等の無機インジウム化合物、インジウムエトキシド、亜鉛エト
キシド等のインジウムアルコキシ化合物を原料化合物として得ることが好ましい。
また、電気接続部材２８の構成材料が、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）であって、イン
ジウムのモル比をＩｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ）で表した場合に、０．５～０．９５の範囲内の値
とすることが好ましい。
この理由は、かかるインジウムのモル比が、０．５未満となると透明性や導電率が低下す
る場合があるためであり、一方、かかるインジウムのモル比が、０．９５を超えると、結
晶化しやすくなる場合があるためである。
したがって、かかるインジウムのモル比（Ｉｎ／（Ｉｎ＋Ｚｎ））を０．７５～０．９０
の範囲内の値とすることがより好ましく、０．８～０．９０の範囲内の値とすることがさ
らに好ましい。
なお、かかるインジウムのモル比は、ＩＣＰ分析（Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌ
ｅｄ　Ｐｌａｓｍａ）、ＡＥＳ分析（Ａｕｇｅｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓ
ｃｏｐｙ）、あるいはＸＰＳ分析（Ｘ－ｒａｙ　Ｐｈｏｔｏｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｓｐｅ
ｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）等により、測定することができる。
▲３▼種類３
また、電気接続部材２８を構成する導電性無機材料の中でも、上述したように、非結晶性
導電酸化物が好ましい。すなわち、非結晶性導電酸化物から電気接続部材を構成すること
により、非結晶性導電酸化物が有する優れた耐湿性や、耐熱性等の特性をいかして、有機
ＥＬ素子と、ＴＦＴとの間の良好な電気接続を得ることができる。
また、非結晶性導電酸化物が有する、優れたエッチング特性をいかして、優れた精度を有
する電気接続部材を容易に形成することができる。
ただし、電気接続部材の構成材料の全体量を１００重量％としたときに、一部結晶構造を
含むことも可能であるが、その場合であっても結晶構造の含有量を３重量％以下の値とす
ることが好ましく、１重量％以下の値とすることがより好ましく、０．５重量％以下の値
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とすることがさらに好ましい。
また、電気接続部材の構成材料における非結晶性は、真空蒸着法やスパッタリング法の条
件（ターゲットの種類を含む。）、あるいは、添加するドーパントの種類や添加量を調整
することにより、容易に制御することができる。そして、かかる構成材料の非結晶性は、
Ｘ線回折構造を測定することにより確認することができる。
例えば、図１０に、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）のＸ線回折チャート例を示すが、こ
のように２θが５°～６０°において結晶ピークが観察されないことから、電気接続部材
の構成材料が非結晶であることが確認できる。
▲４▼種類４
また、電気接続部材２８を構成する非結晶性導電酸化物中に、ドーパントを含むことが好
ましい。このようにドーパントを添加することにより、非結晶性導電酸化物の導電率の調
整がより容易となる。
このようなドーパントとしては、Ｓｎ、Ｓｂ、Ｇａ、Ｇｅ等の一種単独または二種以上の
組み合わせが挙げられる。
また、このようなドーパントは、スパッタ法の場合には、予めスパッタリングターゲット
に混合し、そのスパッタリングターゲットを用いてスパッタリングする。一方、ゾル－ゲ
ル法では、ゾル状態で均一に添加することができることから、ジメトキシスズ、トリメト
キシアンチモン、トリエトキシガリウム、テトラメトキシゲルマニウム等のアルコキシ化
合物や、塩化スズ、塩化アンチモン、塩化ガリウム、塩化ゲルマニウム等の塩化物として
添加することが好ましい。
また、ドーパントの添加量を、全体量に対して、０．１～３０重量％の範囲内の値とする
ことが好ましい。
この理由は、かかるドーパントの添加量が０．１重量％未満となると、添加効果が発現し
ない場合があるためであり、一方、かかるドーパントの添加量が３０重量％を超えると、
耐熱性や耐湿性が低下する場合があるためである。
したがって、ドーパントの添加量を、全体量に対して、１～２５重量％の範囲内の値とす
ることがより好ましく、１０～２０重量％の範囲内の値とすることがさらに好ましい。
▲５▼種類５
また、電気接続部材２８を構成する有機導電体としては、導電性共役ポリマー、酸化剤添
加ポリマー、還元剤添加ポリマー、酸化剤添加低分子または還元剤添加低分子等が好適に
挙げられる。
なお、有機導電体に添加する酸化剤としては、ルイス酸、例えば塩化鉄、塩化アンチモン
、塩化アルミなどが挙げられる。また、同様に、有機導電体に添加する還元剤としては、
アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、アルカリ化合物、アルカリ土類化合物、
または希土類化合物などが挙げられる。さらに、導電性共役ポリマーとしては、ポリアニ
リンおよびその誘導体、ポリチオフェン及びその誘導体、ルイス酸添加アミン化合物層等
などが挙げられる。
また、炭素化合物としては、非晶質カーボン、グラファイト、またはダイヤモンドライク
カーボンであることが好ましい。
▲６▼比抵抗
また、電気接続部材２８における構成材料の比抵抗を１×１０－３Ω・ｃｍ以下の値とす
ることが好ましい。
この理由は、かかる比抵抗が１×１０－３Ω・ｃｍを超えると、抵抗損失が過度に大きく
なり、ＴＦＴのスイッチ動作に支障を来す場合があるためである。
したがって、電気接続部材における構成材料の比抵抗を５×１０－４Ω・ｃｍ以下の値と
することがより好ましく、１×１０－４Ω・ｃｍ以下の値とすることがさらに好ましい。
▲７▼面抵抗
また、電気接続部材２８の面抵抗を０．０１～１００Ω／□の範囲内の値とすることが好
ましい。
この理由は、かかる面抵抗が０．０１Ω／□未満となると、使用可能な構成材料の種類が
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過度に制限される場合があるとともに、ＩＴＯやＩＺＯ等からなる下部電極（透明電極）
との電気接続性が低下する場合があるためである。一方、かかる面抵抗が１００Ω／□を
超えると、抵抗損失が過度に大きくなり、ＴＦＴのスイッチ動作に支障を来す場合がある
ためである。
したがって、電気接続部材の面抵抗を０．１～２０Ω／□の範囲内の値とすることがより
好ましく、０．１～１０Ω／□の範囲内の値とすることがさらに好ましい。
５．色変換媒体
色変換媒体としては、以下に説明するカラーフィルタや、ＥＬ発光とは異なる色を発光す
るための蛍光媒体があるが、本発明の色変換媒体というときは、これらの組み合わせも含
むものである。
（１）カラーフィルタ
▲１▼構成
カラーフィルタは、光を分解またはカットして色調整またはコントラストを向上するため
に設けられ、色素のみからなる色素層、または色素をバインダー樹脂中に溶解または分散
させて構成した層状物として構成される。
また、カラーフィルタの構成として、青色、緑色、赤色の色素を含むことが好適である。
このようなカラーフィルタと、白色発光の有機ＥＬ素子とを組み合わせることにより、青
色、緑色、赤色の光の三原色が得られ、フルカラー表示が可能であるためである。
なお、カラーフィルタは、蛍光媒体と同様に、印刷法や、フォトリソグラフィ法を用いて
パターニングすることが好ましい。
▲２▼厚さ
カラーフィルタの厚さは、有機ＥＬ素子の発光を十分に受光（吸収）するとともに、色変
換機能を妨げるものでなければ、特に制限されるものではないが、例えば、１０ｎｍ～１
ｍｍの範囲内の値とすることが好ましく、０．５μｍ～１ｍｍの範囲内の値とすることが
より好ましく、１μｍ～１００μｍの範囲内の値とすることがさらに好ましい。
なお、カラーフィルタの厚さが５μｍ以上の値になると、その上に設けてある下部電極の
高さ位置が高くなって、当該下部電極と、ＴＦＴとの電気接続の信頼性が低下することが
判明している。したがって、本発明の傾斜した電気接続部材は、カラーフィルタの厚さが
５μｍ以上の値の場合に、その効果をより発揮することができると言える。
（２）蛍光媒体
▲１▼構成
有機ＥＬ表示装置における蛍光媒体は、有機ＥＬ素子の発光を吸収して、より長波長の蛍
光を発光する機能を有しており、平面的に分離配置された層状物として構成されている。
各蛍光媒体は、有機ＥＬ素子の発光領域、例えば下部電極と上部電極との交差部分の位置
に対応して配置してあることが好ましい。このように構成することにより、下部電極と上
部電極との交差部分における有機発光層が発光した場合に、その光を各蛍光媒体が受光し
て、異なる色（波長）の発光を外部に取り出すことが可能になる。特に、有機ＥＬ素子が
青色発光するとともに、蛍光媒体によって、緑色、赤色発光に変換可能な構成とすると、
一つの有機ＥＬ素子であっても、青色、緑色、赤色の光の三原色が得られ、フルカラー表
示が可能であることから好適である。
また、各蛍光媒体間に、有機ＥＬ素子の発光及び各蛍光媒体からの光を遮断して、コント
ラストを向上させ、視野角依存性を低減するための遮光層（ブラックマトリックス）を配
置することも好ましい。かかる遮光層としては、例えば、図１の部材１３が該当するが、
部材を黒色化または非透光性として構成することができる。
なお、蛍光媒体は、外光によるコントラストの低下を防止するため、上述したカラーフィ
ルタと組み合わせて構成してもよい。
▲２▼形成方法
蛍光媒体が、主に蛍光色素からなる場合は、所望の蛍光媒体のパターンが得られるマスク
を介して、真空蒸着またはスパッタリング法で成膜することが好ましい。
一方、蛍光媒体が、蛍光色素と樹脂からなる場合は、蛍光色素と樹脂と適当な溶剤とを混
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合、分散または可溶化させて液状物とし、当該液状物を、スピンコート、ロールコート、
キャスト法等の方法で成膜し、その後、フォトリソグラフィ法で所望の蛍光媒体のパター
ンにパターニングしたり、スクリーン印刷等の方法で所望のパターンにパターニングして
、蛍光媒体を形成するのが好ましい。
▲３▼厚さ
蛍光媒体の厚さは、有機ＥＬ素子の発光を十分に受光（吸収）するとともに、蛍光の発生
機能を妨げるものでなければ、特に制限されるものではないが、例えば、１０ｎｍ～１ｍ
ｍの範囲内の値とすることが好ましく、０．５μｍ～１ｍｍの範囲内の値とすることがよ
り好ましく、１μｍ～１００μｍの範囲内の値とすることがさらに好ましい。
なお、蛍光媒体の厚さが５μｍ以上の値になると、下部電極と、ＴＦＴとの電気接続の信
頼性が低下することは、カラーフィルタの場合と同様である。したがって、本発明の傾斜
した電気接続部材は、蛍光媒体を設けた場合であっても、その厚さが５μｍ以上の場合に
、その効果をより発揮することができると言える。［第２の実施形態］
第２の実施形態の有機ＥＬ発光装置は、図１１に示すように、支持基板１０と、その上に
形成されたＴＦＴ１４および色変換媒体６０と、色変換媒体６０上に形成された有機ＥＬ
素子２６と、このＴＦＴ１４および有機ＥＬ素子２６の下部電極２２を電気接続するため
の電気接続部材２８と、有機ＥＬ素子２６等の周囲を覆う封止部材５８と、を備えたアク
ティブ駆動型有機ＥＬ発光装置３６である。
そして、第２の実施形態では、色変換媒体６０の一部または全部を層間絶縁膜（ゲート絶
縁膜や平坦化膜を含む。）１２、１３および支持基板１０、あるいはいずれか一方の部材
内に埋設してあることを特徴としている。
以下、第２の実施形態において、図１１および図１２を適宜参照しながら、説明する。
（１）埋設構造
第２の実施形態の有機ＥＬ表示装置３６において、図１１に示すように、色変換媒体６０
の一部を層間絶縁膜１２、１３および支持基板１０、あるいはいずれか一方の部材内に埋
設することが好ましい。
このように構成することにより、特別な固定手段を用いることなく、色変換媒体６０を強
固に固定することができるとともに、その上に形成する下部電極２２の位置を低下させる
ことができる。
したがって、色変換媒体６０の取り扱いが容易になるばかりか、ＴＦＴ１４における電気
接続箇所（ドレイン電極）の位置と、下部電極２２における電気接続箇所の位置との段差
を小さくすることができる。
よって、電気接続部材２８の長さを短くすることができ、電気接続が容易になるばかりか
、電気接続部材における抵抗損失を小さくすることができる。
また、色変換媒体をどの程度埋設するかは、ＴＦＴと、下部電極との間の電気接続の容易
性や接続信頼性を考慮して定めることが好ましいが、具体的に、色変換媒体の埋設量を０
．１～２０μｍの範囲内の値とすることが好ましい。
この理由は、かかる埋設量が０．１μｍ未満になると、厚手の色変換媒体においては、電
気接続部材２８の長さがほとんど短縮されない場合があるためであり、一方、かかる埋設
量が２０μｍを超えると、色変換媒体を埋設するのが困難となる場合があるためである。
したがって、かかる埋設量を０．２～１５μｍの範囲内の値とすることがより好ましく、
０．３～１０μｍの範囲内の値とすることがよりさらに好ましい。
また、色変換媒体を層間絶縁膜や支持基板内に埋設する方法についても特に制限されるも
のではないが、例えば、層間絶縁膜や支持基板の該当箇所を切削またはエッチングするこ
とによって、色変換媒体の一部を埋設することが好ましい。また、層間絶縁膜を形成する
前に、予め色変換媒体を支持基板上に形成することによっても、色変換媒体を層間絶縁膜
内に容易に埋設することができる。
なお、図１１および図１２においては、色変換媒体６０の一部を層間絶縁膜１２、１３の
内部に埋設した例を示しているが、支持基板１０と層間絶縁膜１２、１３の両方に埋設す
ることも好ましいし、あるいは、層間絶縁膜１２、１３を省略し、支持基板１０のみの内
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部に色変換媒体６０の全部または一部を埋設することも好ましい。
（２）位置調節層
また、第２の実施形態において、図１２に示すように、ＴＦＴ１４と支持基板１０との間
に、ＴＦＴ１４の高さ位置を調節するための位置調節層３３を設けることが好ましい。
このように構成することにより、位置調節層３３の厚さを変えるだけで、その上に形成す
るＴＦＴ１４における接続箇所の位置を高くすることができる。したがって、ＴＦＴ１４
における電気接続箇所（ドレイン電極）の位置と、下部電極２２における電気接続箇所の
位置との段差を小さくすることができ、電気接続部材２８の長さを短くしたり、電気接続
部材２８における抵抗損失を小さくしたりすることができる。
また、位置調節層の厚さは、ＴＦＴと、下部電極との間の電気接続の容易性や接続信頼性
を考慮して定めることが好ましいが、具体的に、位置調節層の厚さを０．１～２０μｍの
範囲内の値とすることが好ましい。
この理由は、位置調節層の厚さが０．１μｍ未満になると、厚手の色変換媒体においては
、電気接続部材２８の長さがほとんど短縮されない場合があるためであり、一方、かかる
位置調節層の厚さが２０μｍを超えると、形成するのが困難となる場合があるためである
。
したがって、位置調節層の厚さを０．２～１５μｍの範囲内の値とすることがより好まし
く、０．３～１０μｍの範囲内の値とすることがよりさらに好ましい。
また、位置調節層の構成材料についても、特に制限されるものではないが、層間絶縁膜と
同様の電気絶縁性材料を使用することが好ましい。したがって、例えば、アクリル樹脂、
ポリイミド樹脂、フッ素樹脂、ポリオレフィン樹脂、エポキシ樹脂、酸化ケイ素（ＳｉＯ

２）、ゾルゲルガラス、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、酸化チタン（ＴｉＯ２）、窒
化シリコン（Ｓｉ３Ｎ４）、ガラス板等を使用することが好ましい。
なお、位置調節層の形成方法についても特に制限されるものではないが、例えば、蒸着法
、スパッタリング法、印刷法、貼り付け、位置調節層以外の箇所のエッチングやサンドブ
ラスト、あるいは光硬化性樹脂を用いた光硬化法を用いて形成することが好ましい。
（３）封止用部材
有機ＥＬ表示装置における封止用部材は、内部への水分侵入を防止するために当該有機Ｅ
Ｌ表示装置の周囲に設けるか、さらには、このように設けた封止用部材と、有機ＥＬ表示
装置との間に、公知の封止媒体、例えば、乾燥剤、ドライガス、フッ化炭化水素等の不活
性液体を封入することが好ましい。
このような封止用部材としては、支持基板と同種の材料、例えば、ガラス板や金属板等を
用いることができる。また、封止用部材の形態についても、特に制限されるものでなく、
例えば、板状やキャップ状とすることが好ましい。そして、例えば、板状とした場合、そ
の厚さを、０．０１～５ｍｍの範囲内の値とすることが好ましい。
さらに、封止用部材は、有機ＥＬ表示装置の一部に溝等を設けておき、それに圧入して固
定することも好ましいし、あるいは、光硬化型の接着剤等を用いて、有機ＥＬ表示装置の
一部に固定することも好ましい。
［第３の実施形態］
第３の実施形態は、図１に示す第１の実施形態における有機ＥＬ表示装置３０の製造方法
であって、具体的に、支持基板１０上に、層間絶縁膜１２に埋設されたＴＦＴ１４と、上
部電極２０および下部電極２２の間に有機発光媒体２４を含んでなる有機ＥＬ素子２６と
、これらのＴＦＴ１４と有機ＥＬ素子２６とを電気接続するための電気接続部材２８と、
を備えたアクティブ駆動型有機ＥＬ表示装置３０の製造方法である。
そして、第３の実施形態では、図１３、図１４、および図１５に示すように、ＴＦＴ１４
を形成する工程と、傾斜した電気接続部材を形成する工程と、有機ＥＬ素子２６を形成す
る工程と、を含むことを特徴としている。
以下、第３実施形態において、図１３、図１４、および図１５等を適宜参照しながら、そ
の特徴部分等について説明する。
（１）薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）の形成工程
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ＴＦＴの形成工程（アクティブマトリックス基板の作製工程）について、図１５（ａ）～
（ｉ）を参照しながら、説明する。
▲１▼活性層の形成
まず、図１５（ａ）に示すように、支持基板１０上に、減圧ＣＶＤ（Ｌｏｗ　Ｐｒｅｓｓ
ｕｒｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ，ＬＰＣＶＤ）等の手法
により、α－Ｓｉ層７０を積層する。
この時、α－Ｓｉ層７０の厚さを、４０～２００ｎｍの範囲内の値とすることが好ましい
。また、用いられる基板１０は、水晶のような結晶材料が好ましいが、より好ましくは、
低膨張ガラスである。なお、低膨張ガラス基板を用いる場合には、製造工程全体において
、溶融したり、歪みが発生したりするのを回避し、さらには、能動領域内にドーパントの
外側拡散（ｏｕｔ－ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ）を回避するために低温プロセス温度、例えば、
１，０００℃以下、より好ましくは６００℃以下で実施するのが好ましい。
次いで、図１５（ｂ）に示すように、ＫｒＦ（２４８ｎｍ）レーザなどのエキシマーレー
ザをα－Ｓｉ層７０に照射して、アニール結晶化を行い、ポリシリコンとする（ＳＩＤ´
９６，Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｐａｐｅｒｓ，ｐｐ　１７－２８参照
）。
このエキシマレーザを用いたアニーリング条件として、基板温度を１００～３００℃の範
囲内の値、およびエキシマレーザ光のエネルギー量を１００～３００ｍＪ／ｃｍ２の範囲
内の値とするのが好ましい。
次いで、図１５（ｃ）に示すように、アニール処理して結晶化されたポリシリコンを、フ
ォトリソグラフィによりアイランド状にパターン化する。なお、エッチングガスとしては
、優れた解像度が得られることからＣＦ４ガスを用いることが好ましい。
次いで、図１５（ｄ）に示すように、得られたアイランド化ポリシリコン７１および基板
１０の表面に、絶縁ゲート材料７２を化学蒸着（ＣＶＤ）等により積層して、ゲート酸化
物絶縁層７２とする。
このゲート酸化物絶縁層７２は、好ましくはプラズマ増強ＣＶＤ（ＰＥＣＶＤ）、または
減圧ＣＶＤ（ＬＰＣＶＤ）のような化学蒸着（ＣＶＤ）が適用可能なように二酸化シリコ
ンから構成することが好ましい。
また、ゲート酸化物絶縁層７２の厚さを、１００～２００ｎｍの範囲内の値とするのが好
ましい。
さらに、基板温度としては２５０～４００℃が好ましく、さらに高品質の絶縁ゲート材料
を得るためには、アニール処理を３００～６００℃で、１～３時間程度施すのが好ましい
。
次いで、図１５（ｅ）に示すように、ゲート電極７３を、蒸着またはスパッタリングで成
膜して形成する。なお、ゲート電極７３の好ましい構成材料としては、ＴａＮやＡｌ等が
挙げられ、その厚さを、２００～５００ｎｍの範囲内の値とするのが好ましい。
次いで、図１５（ｆ）～（ｈ）に示すように、ゲート電極７３をパターニングするととも
に、陽極酸化を行う。また、Ａｌゲートを使用するときは、図１５（ｆ）～（ｈ）に示す
ように、絶縁するために陽極酸化を２回にわたり行うのが好ましい。なお、陽極酸化方法
等に関しては、特公平８－１５１２０号公報に開示された内容と同様の内容とすることが
できる。
次いで、図１５（ｉ）に示すように、イオンドーピング（イオン注入）により、ｎ＋また
はｐ＋のドーピング領域を形成し、それにより活性層を形成して、ソースおよびドレイン
とする。なお、イオンドーピングを効果的に行うことができるように、イオンドーピング
中に、窒素ガスを導入するとともに、２００～４００℃、１～１０時間の条件で加熱処理
をすることが好ましい。
一方、ゲート電極７３として、α－シリコンから形成されたポリシリコンを用いることも
好ましい。すなわち、ポリシリコンゲート電極７３を、ゲート絶縁層上に形成した後、砒
素等のｎ型ドーパントをイオンインプラントし、さらにその後に、ソース領域とドレイン
領域を、それぞれポリシリコン領域内に形成可能なように、ポリシリコンアイランド上に
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フォトリソグラフィすることによりパターン化して形成することができる。
なお、上述したゲート電極７３は、走査電極および／またはコンデンサの底部電極として
供することができる。
▲２▼信号電極線および共通電極線の形成
次に、図示はしないが、得られた活性層上に電気絶縁層、例えばＳｉＯ層をＥＣＲＣＶＤ
法（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｃｙｃｌｏｔｒｏｎ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　
Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）により設けた後、信号電極線および共通電極線（配
線電極と称する場合もある。）等の形成および電気接続を行う。具体的に、信号電極線お
よび共通電極線の形成、コンデンサの上部電極の形成、第２のトランジスタ（Ｔｒ２）５
６のソースと共通電極線との電気接続、第１のトランジスタ（Ｔｒ１）５５のドレインと
信号電極線との電気接続等を行う。
その際、Ａｌ合金、Ａｌ、Ｃｒ、Ｗ、Ｍｏなどの金属線を、フォトリソグラフィ法により
形成するとともに、第１のトランジスタ（Ｔｒ１）５５および第２のトランジスタ（Ｔｒ
２）５６のドレイン、ソースなどのコンタクトは、これらの表面側に設けた電気絶縁層の
開口部を、エッチングにより傾斜した状態で設けておき、蒸着法やスパッタリング法等を
用いて形成することが好ましい。
▲３▼層間絶縁膜の形成
次の段階では、二酸化シリコン（ＳｉＯ２）、窒化シリコン（Ｓｉ３Ｎ４）、ポリイミド
などで構成される層間絶縁膜を、活性層およびその上の電気絶縁層全体にわたり適用する
。
なお、二酸化シリコンからなる絶縁膜は、ＰＥＣＶＤ法により、例えばＴＥＯＳ（テトラ
エトキシシラン）ガスを供給して、基板温度２５０～４００℃の条件で得ることができる
。
また、層間絶縁膜は、ＥＣＲＣＶＤ法により、基板温度を１００～３００℃の範囲内の温
度条件としても得ることができる。
ただし、これらの無機絶縁膜では平坦化するのに、一般に時間がかかるため、有機物から
なる層間絶縁膜を形成することがより好ましい。
（２）電気接続部材の形成工程
▲１▼形成方法１
また、電気接続部材の形成方法として、真空蒸着法およびスパッタリング法あるいはいず
れか一方の薄膜形成法を採用することが好ましい。
このような薄膜形成方法を使用することにより、電気接続部材を傾斜させて形成した場合
であっても、均一な厚さを有する電気接続部材を容易に得ることができるためである。
また、このようにして形成した薄膜からなる電気接続部材は、耐久性に優れており、加熱
したり、振動を与えたりしても優れた接続信頼性が得られるためである。
なお、真空蒸着法およびスパッタリング法条件については、特に制限されるものではない
が、例えば、ＩＺＯを用いて、ＤＣスパッタリング法により電気接続部材を形成する場合
、スパッタガス圧を０．１～５Ｐａの範囲内の値とし、電力を０．１～１０Ｗ／ｃｍ２の
範囲内の値とし、成膜速度を５～１００ｎｍ／分の範囲内の値とし、およびスパッタ面の
温度を５０～２００℃の範囲内の値とすることが好ましい。
▲２▼形成方法２
また、電気接続部材を、導電性ペーストを焼結して形成することも好ましい。
このように電気接続部材が導電性ペーストの焼結体からなる電気配線であれば、傾斜部に
塗布した後、加熱するだけで電気接続部材を形成することができるためである。また、導
電性ペーストであれば、下部電極や、ＴＦＴとの密着性が良好であり、良好な電気接続性
が得られるためである。
さらに、このように実施すると、色変換媒体の側面を電気接続部材の支持部として利用す
ることができ、傾斜した電気接続部材を容易に設けることができるばかか、電気接続部材
の耐久性も向上する。
また、導電性ペーストを焼結条件についても特に制限されるものではないが、例えば、所
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定位置に導電性ペーストを印刷した後、８０～３００℃、５分～２０時間、非酸素の条件
下に加熱して、電気接続部材を形成することが好ましい。
なお、導電性ペーストの種類についても特に制限されるものではないが、例えば、エポキ
シ樹脂やフェノール樹脂等の熱硬化性樹脂中に、導電材料として、例えば、Ａｌ、Ｐｔ、
Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｎｉ、半田等の金属粉や、ＩＺＯ、Ｉｎ２Ｏ３、ＳｎＯ２等の導電性
無機材料、および粘度調整剤としての可塑剤等を添加して構成することができる。
▲３▼形成方法３
また、図１６に示すように、電気接続部材２３を、ワイヤボンディング法により形成する
ことが好ましい。
このように電気接続部材２３を構成すると、透明電極としての下部電極２２と、ＴＦＴ１
４との間に色変換媒体６０等に起因した段差が生じていたとしても、ボンディングワイヤ
の長さを適宜調節するだけで、これらを容易に電気接続することができる。例えば、色変
換媒体の厚さがｔ（μｍ）である場合には、ボンディングワイヤの長さを１．２ｔ～３ｔ
（μｍ）の長さとすることにより、容易に電気接続することができるとともに、優れた接
続信頼性を得ることができる。
また、好ましいボンディングワイヤの種類としては、Ａｌ、Ａｕ、Ｃｕ等が挙げられる。
これらのボンディングワイヤであれば、下部電極と、ＴＦＴとの間で、精度良く電気接続
することができるとともに、抵抗損失も小さいためである。
▲４▼形成方法４
また、図１７に示すように、電気接続部材２８と下部電極２２とを一体的に形成すること
が好ましい。図１７上、電気接続部材２８と、下部電極２２との間に繋ぎ目が無いのはこ
のことを示している。
このように電気接続部材２８等を形成することにより、電気接続箇所の数を減少すること
ができるばかりか、さらに良好な接続信頼性を有する電気接続部材とすることができる。
なお、電気接続部材と下部電極とを一体的に形成するには、スパッタリング法を採用する
ことが好ましいが、非結晶性導電酸化物を用いて、後述するゾル－ゲル法を採用すること
も好ましい。
▲５▼形成方法５
また、電気接続部材を、いわゆるゾル－ゲル法により形成することも好ましい。具体的に
は、例えば、インジウム亜鉛酸化物原料溶液を塗布したのち、加熱することによりゲル化
させて、電気接続部材の構成材料とするものである。次いで、フォトリソグラフィ法を用
いて、パターニングして、電気接続部材とするものである。
このようにゾル－ゲル法を用いることにより、特殊な形成装置を必要とすることなく、所
定位置に原料溶液を塗布して、加熱（焼結）および還元するだけで非結晶性導電酸化物か
らなる電気接続部材を容易に形成することができる。また、焼結温度や還元温度が比較的
低温であるため、他の構成部品に熱損傷を与えることが少なくなる。したがって、電気接
続部材を形成する前に、有機ＥＬ素子を形成することも可能となる。
また、ゲル化させるための加熱（焼結）条件についても特に制限されるものではないが、
例えば、１００～７００℃、５分～２０時間の加熱条件とすることが好ましく、２５０～
５００℃、５分～２０時間の加熱条件とすることがより好ましい。
この理由は、加熱温度が１００℃未満となると、ゲル化が不十分となる場合があるためで
あり、一方、加熱温度が７００℃を超えると、結晶部分が形成しやすくなるためである。
さらに、還元条件についても特に制限されるものではないが、例えば、水素、窒素、アル
ゴン等の還元ガスを用いて、１００～７００℃、５分～２０時間の加熱条件とすることが
好ましく、２５０～５００℃、５分～２０時間の加熱条件とすることがより好ましい。
▲６▼形成方法６
また、電気接続部材を非結晶性導電酸化物から構成するとともに、有機酸によりエッチン
グして、パターン形成することも好ましい。具体的には、図１８（ａ）～（ｆ）に示すよ
うに、フォトリソグラフィ法を用い、非結晶性導電酸化物２８に対してレジスト膜８０を
形成した後（図１８（ａ）、（ｂ））、フォトマスク８２を介して、露光８１を実施する
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（図１８（ｃ））。それを現像して、結晶性導電酸化物の一部２８´を露出させた後（図
１８（ｄ））、有機酸によりエッチングすることにより、パターニングする（図１８（ｅ
））。そして、最終的にレジスト膜８０を剥離して、電気接続部材２８を形成することが
できる（図１８（ｆ））。
このように有機酸により電気接続部材２８をエッチングすることにより、ＴＦＴや有機Ｅ
Ｌ素子の一部にＡｌやＣｒ等の金属材料を使用している場合であっても、これらの金属材
料を侵すことなく、非結晶性導電酸化物のみをエッチングすることができる。よって、電
気接続部材２８を精度良く形成することができるとともに、金属マイグレーション等を容
易に防止することができる。
なお、電気接続部材を非結晶性導電酸化物から構成した場合であっても、エッチング速度
を高めるために、有機酸以外に、リン酸系のエッチャントや、塩酸系エッチャントを使用
することも好ましい。
ここで、好ましい有機酸としては、蓚酸、酢酸、クエン酸等が挙げられるが、特に非結晶
性導電酸化物に対するエッチング精度が優れていることから、蓚酸、および酢酸を使用す
ることが好ましい。
また、有機酸を水やアルコール系溶媒、あるいは極性溶媒等に溶解させた上で、エッチン
グ液として使用することが好ましい。このように溶媒を使用することにより、非結晶性導
電酸化物に対するエッチング精度をさらに向上させることができる。
その場合、有機酸濃度を０．１～５０重量％の範囲内の値とすることが好ましい。この理
由は、有機酸濃度が０．１重量％未満となると、非結晶性導電酸化物に対するエッチング
速度が著しく低下する場合があるためであり、一方、有機酸濃度が５０重量％を超えると
、ＡｌやＣｒ等の金属材料を腐食させる場合があるためである。
したがって、有機酸濃度を１～３０重量％の範囲内の値とすることがより好ましく、３～
２０重量％の範囲内の値とすることがさらに好ましい。
また、エッチング温度についても特に制限されるものではないが、２０～１００℃の範囲
内の温度とすることが好ましい。この理由は、エッチング温度が２０℃未満となると、非
結晶性導電酸化物に対するエッチング速度が著しく低下する場合があるためであり、一方
、エッチング温度が１００℃を超えると、ＡｌやＣｒ等の金属材料を腐食させる場合があ
るためである。
したがって、エッチング温度を２５～８０℃の範囲内の温度とすることがより好ましく、
３０～６０℃の範囲内の温度とすることがさらに好ましい。
（３）有機ＥＬ素子の形成工程
図１３および図１４に示すように、ＴＦＴ１４や、層間絶縁膜（斜行部材および／または
平坦化膜を含む。）６３または１３を形成した後、色変換媒体６０、電気接続部材２８、
下部電極（陽極）２２、層間絶縁膜（図示せず。）、有機発光媒体２４（有機発光層、正
孔注入層、電子注入層等）を順次に形成し、さらに上部電極（陰極）２０を形成すること
により、有機ＥＬ素子を形成することができる。
ここで、色変換媒体６０については、真空蒸着法、スパッタリング法、フォトリソグラフ
ィ法、インクジェット法、スクリーン印刷法、ミセル電解法等の方法を用いて形成するこ
とが好ましい。
また、下部電極２２や上部電極２０については、真空蒸着法や、スパッタリング法等の乾
燥状態での成膜が可能な方法を用いて形成することが好ましい。
さらに、有機発光媒体２４については、真空蒸着法、スパッタリング法、スピンコート法
、ラングミュアーブロジェット法（ＬＢ法、Ｌａｎｇｕｍｕｉｒ－Ｂｌｏｄｇｅｔｔ法）
、インクジェット法、ミセル電解法等の方法を用いて形成することが好ましい。
なお、上述した有機ＥＬ素子の形成方法や形成順序は、本発明の目的の範囲内において、
適宜変更することができる。
例えば、斜行部材や平坦化膜は、色変換媒体６０を形成した後に、形成することもできる
し、あるいは、斜行部材や平坦化膜を形成すると同時に、層間絶縁膜１３を形成すること
もできる。
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また、ＴＦＴ１４におけるドレイン部分が、色変換媒体６０を形成する際に侵されたり、
汚染されたりする場合があるので、電気接続部材２８を形成するまでの間、層間絶縁膜を
利用してドレイン部分を保護することが好ましい。そして、電気接続部材２８と、ドレイ
ン部分とを電気接続する際に、層間絶縁膜をエッチングして、開口部を設けることが好ま
しい。
（４）封止工程
さらに、封止工程については、有機ＥＬ素子を形成し、ＴＦＴと電気接続後、封止部材で
、これら素子の周囲を覆うようにして固定することが好ましい。
また、封止部材と、有機ＥＬ素子等との間に、封止ガスをさらに封入することが好ましい
。
さらに、封止した後に、有機発光媒体や、層間絶縁膜や、ゲート絶縁膜等に含まれる水分
が、有機ＥＬ素子におけるダークスポット等の発生を誘発する場合があるため、これらの
有機材料の含水率を０．０５重量％以下の値とすることが好ましい。
なお、有機ＥＬ素子に直流電圧を印加する場合、陽極を＋、陰極を－の極性にして、５～
４０Ｖの電圧を印加すると、発光が観測できるので、封止工程前に駆動させて、有機ＥＬ
素子の成膜の良し悪しを判断することも好ましい。
実施例
以下、本発明の実施例を赤色発光に変換する有機ＥＬ表示装置の作成および評価に沿って
説明する。
但し、他の発光色（青、緑等）に変換した有機ＥＬ表示装置も実現可能であり、また、各
画素に、異なる色変換媒体を平面的に配置することによって、マルチカラーやフルカラー
化を実施することもできる。
［実施例１］
（１）有機ＥＬ表示装置の作製
▲１▼ＴＦＴの形成
縦１１２ｍｍ、横１４３ｍｍ、厚さ１．１ｍｍのガラス基板（ＯＡ２ガラス、日本電気硝
子（株）製）上に、図１５（ａ）～（ｉ）に示す工程に沿って、図１に示すようなポリシ
リコンＴＦＴを形成した。
この際、ゲート電極、走査電極、およびコンデンサの底部電極を、それぞれアルミニムを
用いて形成し、さらに、ＴＦＴのソースおよびドレインに該当するシリコン領域に、ドー
パントを添加して、ｎ＋型領域とした。
次いで、得られた活性層上に、層間絶縁膜（ＳｉＯ２）を５００ｎｍの膜厚でＣＲＣＶＤ
法にて形成した。その後、図４に示すように、信号電極線、共通電極線、およびコンデン
サ上部電極を、それぞれアルミニムを用いて形成し、さらに、第２のトランジスタ（Ｔｒ
２）のソース電極と共通電極との間の電気接続、および第１のトランジスタ（Ｔｒ１）の
ドレインと信号電極との間の電気接続を行った。
なお、各ＴＦＴと各電極との間の電気接続は、適宜、層間絶縁膜ＳｉＯ２を、弗酸を用い
てウエットエッチングし、それにより開口したビアホールを介して行った。
▲２▼色変換媒体の形成
次いで、層間絶縁膜（ＳｉＯ２）の上方に、赤色カラーフィルタ材料（Ｖ２５９Ｒ：アン
トラキノン系顔料含有アクリレート系レジスト：新日鉄化学社製）をスピンコートした。
乾燥後、画素内のＴＦＴに隣接する部分該当箇所を紫外線露光し、さらに２．３８重量％
ＴＭＡＨ（テトラメチルアンモニウムヒドロキシド）を用いて現像した。その後、オーブ
ン中、２２０℃、１０分の条件でポストベークし、赤色カラーフィルタ（膜厚１．０μｍ
）とした。
次いで、クマリン６：０．５３ｇ、ベーシックバイオレット１１：１．５ｇ、ローダミン
６Ｇ：１．５ｇ、アクリレート系レジスト（Ｖ２５９ＰＡ、固形分濃度５０％：新日鉄化
学社製）：１００ｇをそれぞれ均一に溶解させて、赤色蛍光媒体用インキとして調製した
。このインキを、先の赤色カラーフィルタが形成された基板上にスピンコートした。乾燥
後、赤色カラーフィルタ上に相当する部分をフォトマスクと基板間のギャップを５００μ



(24) JP 4608170 B2 2011.1.5

10

20

30

40

50

ｍ設けて紫外線露光し、上述した２．３８重量％ＴＭＡＨで現像した。その後、オーブン
中、１８０℃、１０分の条件でポストベークし、赤色蛍光媒体（膜厚８μｍ）とした。
なお、このようにして形成された赤色カラーフィルタおよび赤色蛍光媒体からなる色変換
媒体は、露光時にフォトマスクと基板間にギャップを設けたため、光の回り込みにより、
色変換媒体の端部がテーパー化して、現像された。その結果、色変換媒体側面と、平面方
向である基板とのなす角度が４５°であり、色変換媒体の端部を斜行部材として利用する
ことが可能となった。
▲３▼電気接続部材の形成
次いで、色変換媒体の端部に沿って、層間絶縁層（ＳｉＯ２）の開口部をエッチング法に
より形成した。この開口部（傾斜角度４５°）を通じて、電気接続部材を形成し、第２の
トランジスタ（Ｔｒ２）のドレインとの間を電気接続した。すなわち、色変換媒体の斜行
した端部を利用して、厚さ１００ｎｍのＡｌからなる電気接続部材を、蒸着法により開口
部に対して全面的に成膜し、次いでフォトリソグラフィ法を用い、パターニングして形成
した。
▲４▼陽極（下部電極）の形成
膜厚２００ｎｍのＩＺＯ膜をスパッタリング法により全面的に成膜した。このＩＺＯ膜上
に、ポジ型レジストＨＰＲ２０４（富士ハントエレクトロニクステクノロジー（株）製）
をスピンコートした。そして、画素としてのドット状パターンが得られるフォトマスクを
介して、紫外線露光を行った後、現像液としてＴＭＡＨを用いて現像し、さらにポストベ
ーク処理を行った。
次いで、蓚酸水溶液（濃度５重量％）をエッチャントとして用いて、ＩＺＯ膜をエッチン
グした。さらに剥離液１０４（東京応化工業（株）製）を用いてポジ型レジストを除去し
、陽極（下部電極）としてのドット状のＩＺＯパターンを形成するとともに、電気接続部
材（Ａｌ）との電気接続を行った。
▲５▼層間絶縁膜の形成
次いで、画素としてのＩＺＯパターン上に、上述したアクリレート系レジストをスピンコ
ートした後、ＩＺＯパターンのエッジおよびＴＦＴを覆うようなフォトマスクを介して、
紫外線露光を行った。その後、現像液としてＴＭＡＨを用いて現像し、さらに、１８０℃
の条件でベーク処理して、層間絶縁膜を有するＴＦＴ基板とした。
▲６▼脱水工程
得られたＴＦＴ基板に対して、イソプロピルアルコール洗浄および紫外線洗浄を施した後
、脱水工程を実施するための脱水ユニットに移動した。すなわち、ＴＦＴ基板を、不活性
ガス（窒素）循環部と、露点制御部と、加熱装置部（ホットプレート）とを具備したドラ
イボックス内に収容した。
そして、ドライボックス内の基板を、ホットプレートを用いて８０℃に加熱し、その状態
で乾燥窒素を導入しながら、露点を－５０℃まで低下させて、約２時間放置し、色変換媒
体および層間絶縁膜中の水分並びにガラス基板表面等に付着している水分を除去した。
▲７▼有機発光媒体の形成
ホットプレートの加熱を停止し、ガラス基板の温度が室温まで低下した後、大気にさらす
ことなく露点を維持して真空蒸着装置（日本真空技術（株）製）内の基板ホルダーに固定
した。
そして、真空蒸着装置内のモリブテン製の加熱ボードに、以下の材料をそれぞれ充填した
。
正孔注入材料：４，４′，４′′－トリス［Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニル
アミノ］トリフェニルアミン（ＭＴＤＡＴＡ）、および４，４′－ビス［Ｎ－（１－ナフ
チル）－Ｎ－フェニルアミノ］－ビフェニル（ＮＰＤ）、
有機発光材料（ホスト）：４，４′－ビス（２，２－ジフェニルビニル）ビフェニル（Ｄ
ＰＶＢｉ）
有機発光材料（ドーパント）：１，４－ビス［４－（Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノスチリル
ベンゼン）］（ＤＰＡＶＢ）
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電子注入材料：トリス（８－キノリノール）アルミニウム（Ａｌｑ）
また、上部電極（陰極）材料として、Ａｌ－Ｌｉ合金（Ｌｉ濃度１０ａｔｍ％）をタング
ステン製フィラメントに装着した。
次いで、真空蒸着装置の真空度を６６５×１０－７Ｐａ（５×１０－７Ｔｏｒｒ）まで減
圧し、以下の蒸着速度および膜厚となるように、正孔注入層から陰極の形成まで、途中で
真空状態を破らず、一回の真空引きで積層して、有機発光媒体等を形成した。なお、有機
発光材料のホスト材料（ＤＰＶＢｉ）と、ドーパント材料（ＤＰＡＶＢ）は、同時蒸着を
実施した。
ＭＴＤＡＴＡ：蒸着速度０．１～０．３ｎｍ／ｓｅｃ．，膜厚６０ｎｍ
ＮＰＤ　　　：蒸着速度０．１～０．３ｎｍ／ｓｅｃ．，膜厚２０ｎｍ
ＤＰＶＢｉ　：蒸着速度０．１～０．３ｎｍ／ｓｅｃ．，合計膜厚５０ｎｍ
ＤＰＡＶＢ　：蒸着速度０．０３～０．０５ｎｍ／ｓｅｃ．
Ａｌｑ　　　：蒸着速度０．１～０．３ｎｍ／ｓｅｃ．，膜厚２０ｎｍ
Ａｌ－Ｌｉ　：蒸着速度０．５～１．０ｎｍ／ｓｅｃ．，膜厚１５０ｎｍ
▲８▼封止工程
次いで、乾燥窒素を導入した封止ユニット内で、封止用ガラス基板（青板ガラス、ジオマ
テック（株）製）を陰極側に積層して、その周囲を光硬化型接着剤ＴＢ３１０２（スリー
ボンド（株）製）により封止して、図１に示すような有機ＥＬ表示装置を作製した。
（２）有機ＥＬ表示装置の評価
▲１▼発光性能の測定
得られた有機ＥＬ表示装置における、走査電極、信号電極および共通電極を介した下部電
極（ＩＺＯパターン，陽極）と、上部電極（陰極）との間に、ＤＣ７Ｖの電圧を印加して
、各電極の交差部分である各画素（約２３万画素）を発光させた。そして、色彩色差計Ｃ
Ｓ１００（ミノルタ（株）製）を用いて発光輝度を測定したところ、１００ｃｄ／ｍ２と
いう値が得られた。
また、ＣＩＥ色度を測定したところ、ＣＩＥ色度座標において、ＣＩＥｘ＝０．６５，Ｃ
ＩＥｙ＝０．３５である赤色発光が得られることを確認した。
▲２▼耐久性試験
次いで、得られた有機ＥＬ表示装置を、室温で、２週間連続駆動させた。その結果、各画
素における発光輝度のばらつきは、±１０％以内であり、低電圧で安定した表示が維持さ
れることが確認された。
［実施例２］
（１）有機ＥＬ表示装置の作製
実施例２では、色変換媒体とは別に斜行部材を設けるとともに、電気接続部材の傾斜角度
を４５°として、有機ＥＬ表示装置を作製した。
すなわち、実施例１と同様にＴＦＴと、色変換媒体としての赤色カラーフィルタを形成し
た。次に、クマリン６：０．５３ｇ、ベーシックバイオレット１１：１．５ｇ、ローダミ
ン６Ｇ：１．５ｇ、アクリレート系レジスト（Ｖ２５９ＰＡ、固形分濃度５０％：新日鉄
化学社製）：１００ｇを均一に溶解させた赤色蛍光媒体用インキを調製した。このインキ
を、赤色カラーフィルタを形成した基板上にスピンコートし、さらに赤色カラーフィルタ
上に相当する部分をフォトマスクと基板間のギャップを設けずに紫外線露光した。その後
、２．３８重量％ＴＭＡＨで現像し、さらに１８０℃でベークして、赤色蛍光媒体（膜厚
８μｍ）を形成した。この時の色変換媒体は、露光時にフォトマスクと基板間にギャップ
を設けていないため、光の回り込みがなく、色変換媒体の端部が垂直化した。その結果、
色変換媒体の側面と基板とのなす角度がほぼ９０°であった。
次いで、アクリレート系レジスト（Ｖ２５９ＰＡ）をスピンコートし、第２のトランジス
タ（Ｔｒ２）のドレイン部分のみが開口するパターンになるように紫外線露光した後、２
．３８重量％ＴＭＡＨで現像し、１８０℃でベークして、斜行部材（膜厚２μｍ、平坦化
膜ともいう）を形成した。すなわち、色変換媒体の側面と、平面方向の基板とのなす角度
を４５°とした斜行部を形成した。
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次いで、実施例１と同様に、電気接続部材（電気接続部材の傾斜角度が４５°）、下部電
極および有機ＥＬ素子等を形成し、図６に示すような有機ＥＬ表示装置を作製した。
（２）有機ＥＬ表示装置の評価
得られた有機ＥＬ表示装置を、実施例１と同様に評価した。すなわち、発光性能は、ＤＣ
７Ｖの印加にて、発光輝度は９８ｃｄ／ｍ２であり、ＣＩＥ色度は、ＣＩＥｘ＝０．６５
，ＣＩＥｙ＝０．３５であって、赤色発光が得られた。
また、耐久性試験を実施例１と同様に実施したところ、各画素の発光輝度は均一（±１０
％以内）であり、低電圧で、安定した表示が維持されることが判明した。
［実施例３］
（１）有機ＥＬ表示装置の作製
実施例３では、色変換媒体とは別に、ブラックマトリックスを兼ねた斜行部材を設けると
ともに、電気接続部材の傾斜角度を８０°として、有機ＥＬ表示装置を作製した。
すなわち、実施例１と同様に、ＴＦＴを形成した後、黒色顔料を含有したアクリレート系
レジスト（Ｖ２５９ＢＫ：新日鉄化学（株）製）を、ＴＦＴ基板上にスピンコートした。
次いで、第２のトランジスタ（Ｔｒ２）のドレイン部分および色変換媒体の対応部分が開
口するパターンになるように、フォトマスクを介して紫外線露光を実施し、さらに、２．
３８重量％ＴＭＡＨで現像した。その後、２２０℃でベークしたところ、黒色のためレジ
ストの光硬化が不十分となり、パターンが流動して、エッジがテーパー状化した、ブラッ
クマトリックスを兼ねた斜行部材（ピーク膜厚１０μｍ）が形成された。この斜行部材の
側面と基板とのなす角度は８０°であった。
次いで、実施例１と同一の条件で色変換媒体を形成し、さらに、電気接続部材と下部電極
を兼ねて、ＩＺＯ電極（陽極）を形成した。この際、電気接続部材の傾斜角度（基板との
なす角度）は８０°であった。
次いで、実施例１と同様にして、下部電極や有機ＥＬ素子等を形成し、図６または図１７
に示すような有機ＥＬ表示装置を作製した。
（２）有機ＥＬ表示装置の評価
得られた有機ＥＬ表示装置を、実施例１と同様に評価した。すなわち、発光性能は、ＤＣ
７Ｖの印加にて、発光輝度は９５ｃｄ／ｍ２であり、ＣＩＥ色度は、ＣＩＥｘ＝０．６５
，ＣＩＥｙ＝０．３５であって、赤色発光が得られた。
また、耐久性試験を実施例１と同様に実施したところ、各画素の発光輝度は均一（±１０
％以内）であり、低電圧で、安定した表示が維持されることがわかった。
さらに、ブラックマトリックスの存在により、画素間の色にじみがなく、表示のコントラ
ストが向上することを確認した。
［実施例４］
（１）有機ＥＬ表示装置の作製
実施例４では、電気接続部材の傾斜角度を１０°として、有機ＥＬ表示装置を作製した。
すなわち、実施例１において、色変換媒体として、赤色カラーフィルタのみ（膜厚１．０
μｍ）を用い、また、有機発光材料のドーパントとして、ルブレンを共蒸着（蒸着速度：
０．０３ｎｍ／ｓｅｃ）した白色発光有機ＥＬ素子とした以外は、同一の条件で、図１に
示すような有機ＥＬ表示装置を作製した。得られた有機ＥＬ表示装置において、電気接続
部材の傾斜角度（平面方向の基板とのなす角度）は１０°であった。
（２）有機ＥＬ表示装置の評価
得られた有機ＥＬ表示装置を、実施例１と同様に評価した。すなわち、発光性能は、ＤＣ
７Ｖの印加にて、発光輝度は６０ｃｄ／ｍ２であり、ＣＩＥ色度は、ＣＩＥｘ＝０．６５
，ＣＩＥｙ＝０．３５であって、赤色発光が得られた。
また、耐久性試験を実施例１と同様に実施したところ、各画素の発光輝度は均一（±１０
％以内）であり、低電圧で、安定した発光性能が維持されることが判明した。
［実施例５］
（１）有機ＥＬ表示装置の作製
有機ＥＬ表示装置における色変換媒体の埋設構造を検討した。すなわち、実施例１におい
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て、ＴＦＴを形成後、色変換媒体を形成する予定の部分を開口したフォトレジスト膜を形
成した。次いで、サンドブラスト処理をおこない、フォトレジストを剥離して、深さ１０
μｍの溝を、層間絶縁膜（ゲート絶縁層等）および支持基板内に形成した。この溝内に、
実施例２と同様に、赤色カラーフィルタと赤色蛍光媒体を埋設して形成した。
次いで、アクリレート系レジストを、色変換媒体を形成した基板上にスピンコートし、さ
らに第２のトランジスタ（Ｔｒ２）のドレイン部分のみが開口するパターンになるように
紫外線露光した後、２．３８重量％ＴＭＡＨで現像した。それを１８０℃でベークし、平
坦化膜（膜厚０．５μｍ）を形成した。
次いで、電気接続部材を実施例１と同様に形成したところ、Ｔｒ２のドレイン部分と下部
電極との段差が著しく小さく（１．０μｍ未満）なった。また、得られた有機ＥＬ表示装
置において、電気接続部材の傾斜角度（平面方向の基板とのなす角度）は４５°であった
。
次いで、実施例１と同様にして、下部電極や有機ＥＬ素子等を形成し、図１１に示すよう
な有機ＥＬ表示装置を作製した。
（２）有機ＥＬ表示装置の評価
得られた有機ＥＬ表示装置を、実施例１と同様に評価した。すなわち、発光性能は、ＤＣ
７Ｖの印加にて、発光輝度は９５ｃｄ／ｍ２であり、ＣＩＥ色度は、ＣＩＥｘ＝０．６５
，ＣＩＥｙ＝０．３５であって、赤色発光が得られた。
また、耐久性試験を実施例１と同様に実施したところ、各画素の発光輝度は均一（±１０
％以内）であり、低電圧で、安定した発光性能が維持されることが判明した。
［実施例６］
（１）有機ＥＬ表示装置の作製
有機ＥＬ表示装置における位置調節層の効果を検討した。すなわち、実施例１のガラス基
板において、ＴＦＴを形成する予定の場所に、アルコキシシラン水溶液の印刷（ゾルゲル
コーティング）を行った後、４００℃の加熱処理でガラス化し、位置調節層を形成した。
この位置調節層の厚さは１０μｍであった。
次いで、実施例２と同様に、ＴＦＴや色変換媒体を形成した。さらに、アクリレート系レ
ジストを、ＴＦＴや色変換媒体を形成した基板上にスピンコートし、第２のトランジスタ
（Ｔｒ２）のドレイン部分のみが開口するパターンになるように紫外線露光を実施した。
その後、２．３８重量％ＴＭＡＨで現像し、１８０℃でベークして、平坦化膜（膜厚０．
５μｍ）を形成した。
次いで、電気接続部材を実施例１と同様に形成したところ、Ｔｒ２のドレイン部分と下部
電極との段差が著しく小さくなった（１．０μｍ未満）。また、得られた有機ＥＬ表示装
置において、電気接続部材の傾斜角度（平面方向の基板とのなす角度）は４５°であった
。
次いで、実施例１と同様にして、下部電極や有機ＥＬ素子等を形成し、図１２に示すよう
な有機ＥＬ表示装置を作製した。
（２）有機ＥＬ表示装置の評価
得られた有機ＥＬ表示装置を、実施例１と同様に評価した。すなわち、発光性能は、ＤＣ
７Ｖの印加にて、発光輝度は１００ｃｄ／ｍ２であり、ＣＩＥ色度は、ＣＩＥｘ＝０．６
５，ＣＩＥｙ＝０．３５であって、赤色発光が得られた。
また、耐久性試験を実施例１と同様に実施したところ、各画素の発光輝度は均一（±１０
％以内）であり、低電圧で、安定した発光性能が維持されることが判明した。
［比較例１］
（１）有機ＥＬ表示装置の作製
実施例１において、電気接続部材を、図２０に示すように、垂直方向（電気接続部材の傾
斜角度９０°）に設けたほかは、実施例１と同様に有機ＥＬ表示装置を作製した。
（２）有機ＥＬ表示装置の評価
得られた有機ＥＬ表示装置を、実施例１と同様に評価した。すなわち、発光性能は、ＤＣ
７Ｖの印加にて、発光輝度は５０ｃｄ／ｍ２であり、ＣＩＥ色度は、ＣＩＥｘ＝０．６５
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，ＣＩＥｙ＝０．３５であって、赤色発光が得られた。
したがって、比較例１の有機ＥＬ表示装置は、発光輝度が実施例１よりも低く、また、画
素によっては発光がちらつき、不安定であった。
さらに、耐久性試験を実施例１と同様に実施したところ、画素によっては、発光しない部
分が生じ、安定した表示が維持されないことがわかった（±３０％以上）。これは、明ら
かに、電気接続部材の傾斜角度（基板とのなす角度）がほぼ９０°（垂直）のため、Ｔｒ
２のドレイン部分と電気接続部材、および下部電極と電気接続部材との接続が不安定化し
たためと考えられる。

産業上の利用性
本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ発光装置によれば、下部電極側に色変換媒体を設けて
カラー表示させた場合であっても、電気接続部材を傾斜させて設けることにより、有機Ｅ
Ｌ素子の下部電極と、ＴＦＴのドレイン領域との間を容易に、しかも高い接続信頼性で電
気接続することが可能になった。
また、本発明のアクティブ駆動型有機ＥＬ発光装置の製造方法によれば、このようなアク
ティブ駆動型有機ＥＬ発光装置を効率的に製造することが可能となった。
【図面の簡単な説明】
図１　第１の実施形態におけるアクティブ駆動型有機ＥＬ発光装置の断面図である。
図２　下部電極の構造例を示す図である。
図３　ＴＦＴを含む電気スイッチ接続構造を示す回路図である。
図４　ＴＦＴを含む電気スイッチ接続構造を示す平面透視図である。
図５　電気接続部材の変形例（階段状）を示す図である。
図６　斜行部材を説明するために供する図である。
図７　電気接続部材の変形例（Ｖ字状）を示す図である。
図８　電気接続部材の変形例（ビアホール）を示す図である。
図９　電気接続部材の変形例（メタライズ）を示す図である。
図１０　インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）のＸ線回折チャートの一例を示す図である。
図１１　第２の実施形態におけるアクティブ駆動型有機ＥＬ発光装置の断面図である。
図１２　ＴＦＴの高さ位置調節層を説明するために供する図である。
図１３　第３の実施形態における製造工程図である（その１）。
図１４　第３の実施形態における製造工程図である（その２）。
図１５　ＴＦＴの形成工程の一部を示す図である。
図１６　電気接続部材の変形例（ボンディングワイヤ）を示す図である。
図１７　電気接続部材の変形例（一体成形）を示す図である。
図１８　電気接続部材のエッチング例を示す図である。
図１９　従来のアクティブ駆動型有機ＥＬ発光装置の断面図である（その１）。
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図２０　従来のアクティブ駆動型有機ＥＬ発光装置の断面図である（その２）。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】 【図１９】

【図２０】
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